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動物の愛護及び管理に関する法律施行細則をここに公布する。
平成 年３月 日
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北海道規則第 号

動物の愛護及び管理に関する法律施行細則
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「

区

病理組

組 織 １臓器につき

電子顕微鏡による検査

免疫抗体法による

既作製標本診断

検

検

査

査

分

織迅速顕微鏡検査 １手術につ

円（×

（加算） 円（×

（加算） 円（×

円（×

）

）

）

）

手 数

き 円（× ）

円

円

円

円
」

料

円

削る。
建設部の
附

この規則

保健所長
平成

項
則

は

１

、

の事項 を削る。

平成 年４月１日から施

事
年
務
３
委任規則の一部を改正す
月 日

行する。

る規則をここに公布する。

北海道知事 高 橋 はるみ

病

理

病理組

学

的 エスト

織顕微鏡検査 １臓

電子

免疫

器に

顕

つ

微
円

抗
円
体

既作

ロジェンレセプタ

製標

円

本

（

き 円（× ）

鏡による検査（加算）
（× ）

法を用いた検査（加算）
（× ）

診断 円（× ）

× ）

円

円

円

円

円

北海道規則

保健
保
第
健所
号
長
中
附

の規

構改

則

正

こ

機

第

所長
号

事務委任規則の一部を改
事務委任規則（昭和 年
「第 条第１項」を「第
則

北海道
条

は、平成 年６月１日か

に伴う関係規則の整備に

ら

関

施

す

正する規則
規則第 号）の一部を次
第１項」に改める。

のよ

行する。

る規則をここに公布する。

うに改正する。

検

査

ー検

プロ
ター

査

ジ
（

染色

。

体

に改める

ェステロンレセプ
）検査

２タンパク

２遺伝子

円

円

（

（

円

検査 円

× ）

× ）

（× ）

（× ）

円

円

円

円
」

平成

道規

機
則

構
北海

（北海道
条

別表
げる

北
第
。

第１

上

年３月 日

第 号

改正に伴う関係規則の整
職員倫理規則の一部改正

備に
）

海道職員倫理規則（平成
１中第７号を削り、第８

年
号
北
を

北海

関する規則

道知事

海道規則第 号）の一
第７号とし、第９号から

部を
第
次
号

高 橋 はるみ

のように改正する。
までを１号ずつ繰り

附

この規

支庁長
平成

則

則は

事務

、

委
年３

北海道規則第

平成 年４月１日から施

任規則の一部を改正する
月 日

行

規

す

則

号

る。

をここに公布する。

北海道知事 高 橋 はるみ

（知事
条

制文
知
３項

が
次
書
事

第２

法

北海
及び第

保有する個人情報の保護
に掲げる規則の規定中
課行政情報センター」に
が保有する個人情報の保

に
「総
改
護

関
務
め
に

道知事の資産等の公開に関す
３項

する規則等の一部改正）
部法制文書課行政情報セ
る。
関する規則（平成６年北

る規則（平成７年北海道

ンタ

海道

ー

規

規則第

」を「総務部人事局

則第 号）第２条第

号）第 条第２項

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



第３

長

北
（北海
条

第３
」に

海道情
道税条
北海道
条中
改める

報公開条例の施行に
例施行規則の一部改
税条例施行規則（昭
「税務部長（税務部
。

関
正
和
を置

する規
）
年北
かない

則（平成 年北海道

海道規則第 号）の
支庁の総務部長を

規則

一部
含む

第 号

を次の
。）」

）第２条

ように改正する。
を「地域振興部

廃棄物
平成
の

北海道規

廃
則

棄

処理及び清
年３月 日

第 号

物の処理及

掃に関する法律施

び清掃に関する法

行細則の一

律施行細則

部を改正する規則を

北海道知

の一部を改正する

事

規

ここに公布

高 橋

則

する。

はるみ

行
第４

活

（北海
規則
道公害
の一部

条

部環
次に掲
境局環
北
北
号）
（北海

海道公
海道浄
第５条
道地方

紛争処理条例施行規
改正）
げる規則の規定中
境保全課」に改める

則及び北

「北
。
海道環

害紛争処理条例施行
化槽保守点検業者
第１項
薬事審議会条例施行

規
の登

規

則（昭
録に関

則の一

海道浄化槽保守点検

境生活部環境室環境

業者の登録

保全課」を

和 年北海道規則第
する条例施行規則

部改正）

（昭
号）第
和 年

に関する条例施

「北海道環境生

２条
北海道規則第

廃棄物
ように改
第８条
（産業
第８条の

の
正
の
廃
２

は第６
省令第
２項に

項
９
お

処理及び清
する。
次に次の１
棄物処理業
法第 条

掃に関する法律

条を加える。
等の許可の申請
第１項若しくは

施

に
第

又は第 条
条の２第３
いて準用す

の５第１項の許
項各号（省令第
る場合を含む。

可

以

行細則（平

係る特例）
６項、第

成６年北海道規則

条の２第１項、第

第

を受けよう
条の９第２
下この項に

とする者は、当該
項、第 条の 第
おいて同じ。）に

許
２
掲

号）の一

条の４第１

部を次の

項若しく
可を申請す
項及び第
げる基準の

る際に、
条の 第
いずれに

第５

う

安

条

に改
北海道
める。

第
全推
条中
進室畜

（父母
条

部を
別記
（建築

のない
父母の
次のよ
第２号
士法施

第６

一

地方薬事審議会条例

「保健福祉部医務薬務
産振興課」を「農政

施行規則

課
部
」を「
食の安

児童の身元保証に関
ない児童の身元保証
うに改める。
様式中「道経済部雇
行細則の一部改正）

す
に

用

る条例
関する

対策課

（昭和 年北海道規

保健福祉部保健医療
全推進局畜産振興課

則第 号）

局医
」に
務薬務
改める

施行規則の一部改正
条例施行規則（昭和

」を「道経済部労働

）
年

局雇

北海道

用労政

の一部を次のよ

課」に、「食の
。

規則第 号）の

課」に改める。

も該当
条の
のいず

し

れ
基準の
当該各

省
条の
む。

い
号
令

）
省令

、又は第
第３項にお
にも該当す

条の４第３項各
いて準用する場
る旨を別記第

号
合
号

ず
に
第
９

れにも該当するものと認
定める書類の添付を要し
９条の２第３項各号に掲
第２項、第 条の 第２項
に規定する書類

め
な
げ

第 条の４第３項各号に掲げ

（省令第
を含む。以
様式の２に

条の９第３項、第
下この項において
より申し出た場合

同
で

た
い
る
及

ときには、次の各号に掲げ
。
基準のいずれにも該当する
び第 条の 第２項におい

る

場

る基準のいずれにも該当する場

条の 第２
じ。）に掲
あって、知

項及び第
げる基準
事が当該

場

合
て

合の区分に応じ、

同項（省令第
準用する場合を含

合 同項（省令第

条 建築士
別記
企画
第１号
総務部

第７

所
（北海
条

。
別記
の１

道営住
北海道

第 号
及びそ

第８

る

そ

法施行細則（昭和
様式中「支庁経済部
建設指導課）」に改

年北海道
建
め
設指導
る。

宅条例施行規則の一
営住宅条例施行規則

様式その１及びその
の２、別記第 号様

部
（

２
式

改正）
平成９

、別記
その１

規則第 号）の一部
課」を「支庁産業振

を次のよ
興部建設指

年北海道規則第 号

第 号様式その１及
からその５までの規

）の

びそ
定並

一部を

の２、
びに別

うに改める。
導課（土木現業

次のように改め

別記第 号様式
記第 号様式中

条の
む。

２ 知事
ものと
第 条
（欠格
第 条の

）
は
認
の
要
３

する届出

９
に
、
め
２
件

第３項、第 条の 第２項
規定する書類
前項の規定による申出を
られないときは、その旨
の次に次の１条を加える
に係る届出）
省令第５条の５の３、第

行
を
。

書の様式は、別記第 号様式

及

っ
当

び第 条の 第３項にお

た者が当該申出に係る基準
該者に通知しなければなら

条の の２、第 条の 及び

い

の
な

第
の５とする。

て

い
い

準用する場合を含

ずれにも該当する
。

条の の３に規定

「支庁建設
）」
附

に改め
則

課

この規則は、

指導課」を「支庁産
る。

業振興部

平成 年４月１日から施行す

建設指導課（土木現業所企画

る。

総務部建設指導 第 条
第 条
「第 条
を「第
第 条

中
第
」
条
第

１
に
」
１

「第 条の 第３項」を「
項中「第 条第１項」を
改め、同条第３項中「第
に改め、同条第５項中「
項中「第 条」を「第

第

政
条

「第
条
令
」

条の 第３項」に改める。
条第１項」に改め、同条

」を「第 条」に改め、同
第 条」を「政令第 条」
に改める。

第
条
に

２
第
改

項中「第 条」を
４項中「第 条」
める。
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第 条の次に
（事故
第 条の

におけ

時の措
２

る事
法
故

次の１条を加える。
置等の届出）
第 条の２第１項の規定
時の措置等届出書によっ

に
て
よ
し
る届出は、別記第 号様
なければならない。

式の２の特定処理施設

規則第
３項各
の４第
第 条

条
、
項

の２第３項各号、第 条の
第 条の４第３項各号、第
各号、第 条の 第２項に
第３項において準用する同

９
号
３
の

第
条
い
則

２項において準用する同
の９第３項において準用
て準用する同規則第 条
第 条の４第３項各号）

お
規

則第
る同
４第
掲げ

９条の２第
規則第 条
３項各号、
る基準のい

規
す
の
に

第 条
条第１
別記第

「

許 可

第２
項及
２号

の

項
び
様

を

中「第 条第１項、第
第 条第１項」に改める
式中

条 件

条
。
第１項及び第 条第１項」を「第 条第１項、第

」

ずれに

注 次に
１ 申
に該
２ 次

と
の
業

当しますので、申し出ます

る書類を添付すること。

該

げ
者
し
各
出
る
更
棄

が不利益処分を受け、そ
ないことを明らかにする
号に掲げる場合の区分に
者が法第 条第１項の規
者、法第 条の２第１項
の許可を受けようとする
物収集運搬業の許可を受

掲
出
当
の
申
す
変
廃

も

不
類
じ
に
規
、
よ

利益処分のあった日から５

、当該各号に定める書類
より産業廃棄物収集運搬業
定により産業廃棄物収集運
法第 条の４第１項の規定
うとする者又は法第 条の

。

の
書
応
定
の
者
け

を

許
業
よ
第

経過しない者

可を受けよう
の事業の範囲
り特別管理産
１項の規定に

年

の
搬
に
５

「

許 可

許可
こ と

の

を受
を
け
証

書類

に改める

の提出

。

条 件

ている
す る
の有無

有 ・ 無

」

よ
者
第

し
新

る
許
処

別管理産業廃棄物収集運
る場合 申出者がインタ
の２第３項第２号の表（
第２項において準用す

特
あ
条
の
も
歴
出
、
を
業

のであって許可の申請時
（いずれも日付が明示さ
者が法第 条第６項の規
法第 条の２第１項の規
受けようとする者、法第
の許可を受けようとする

り
で
９
条
た
履
申
者
可
分

の事業の範囲の変更の許可
ットを利用する方法により
第 条の９第２項、第 条
合を含む。）に掲げる事項

業
ネ
令
場
の
た
に
に
条
又

もの及び公開開始時点のも
ものに限る。）
より産業廃棄物処分業の許
より産業廃棄物処分業の事
の４第６項の規定により特
は法第 条の５第１項の規

搬
ー
省
る
点
れ
定
定

者

けようとする
している省令
第２項及び第
る情報を印刷

受
開

係
並

を
の
管
に

びに主要な更

受けようとす
範囲の変更の
理産業廃棄物
より特別管理

を
公
の
に
の

可
業
別
定

別記第
別記第

号
号様

様
式

北海道知

式の次に次の１様式を加
の２（第８条の２関係）

事 様

え

申

る

申出
住
者

。

出 書
年

所

月 日

産
出
第
お
許
日

別
別記

記
第

第
号

棄物処分業の事業の範囲
インターネットを利用す
の表（省令第 条の９第
準用する場合を含む。）

廃
が
号
て
の
が
申請時点のもの及び公開
明示されたものに限る。

業
者
２
い
可
付

号様式の４の次に次の１
様式の５（第 条の３関

様
係
式
）

更の許可を受けようとする
法により公開している省令
、第 条の 第２項及び第
げる事項に係る情報を印刷

変
方
項
掲
始時点のもの並びに主要な更

（日本

の
る
３
に
開
）

を加える。

ある場合 申
条の４第３項
の 第３項に
ものであって

で

条
た
履

業

歴（いずれも

規格 ４）

者
第

し
新

工

廃
物の
棄物
処理
の
及

おいて準用

処理及び清掃に関する法
び清掃に関する法律施行
する同規則第９条の２第

氏

電

律施
規則

（法
話

行
第

３項各

名
人にあっては、名称及び
番号

細則第８条の２第１項の
９条の２第３項各号（第
号、第 条の 第２項に

代

規

表

定
条
おい

者の氏名）

により、廃棄
の９第２項に
て準用する同

北海道

欠

知事 様

格要件に係る届出書

届出者
住 所

年 月 日
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欠格要件に
（第 条の２

当するに至ったた
３項において準用

め

氏
（
電

、廃棄
する同法

該
第

名
人にあっては、名
番号
の処理及び清掃に
７条の２第４項、

称及

関す

び代表

る法律
第 条の５

法
話
物
第

の氏名）

９条第６項
３項におい

者

第
第

別記第
別記第

別記第 号

号
号
様

様式中「第 条」を「第
様式の次に次の１様式を加
式の２（第 条の２関係）

特定処理施設にお

条」
える
に改める。
。

ける事故時の措置等届出書
準用
６項

廃棄

する同
）の規

物処

て
第

設

廃棄

置 の

物処理

許 可 年 月

第７条の２第４項
により、次のとお

施設の

、
り
第 条
届け出

場 所

設の種類

日 及 び 年

法
定

理

施

２の５第３項にお
す。

いて準用す

月 日

の
ま

同法第９条る

北海道知事 様

届出者
住
氏
所
名

年 月 日

許

該当

可

するに
要件

欠格
至

及び具

要件に
っ た

番 号

った欠格
的事由

当するに
月 日

第

至
体

該
年

号

特定
又は生

処
ず

規定によ

特

理
る
り

施設において破損その他
おそれがあるので、廃棄

の
物

、次のとおり届け出ます。

定処理施設の所在地

電

事故
の処

（法人にあっては、名称及
話番号

が発生し、生活環境の保
理及び清掃に関する法律

び

全
第

代表

上の
条

者の氏名）

支障が生じ、
の２第１項の

事

備考
１

務 処

※欄
２

３

「廃
施設の
「許
８条第
条第１
あって

欄 ※

記入しないこと。
物処理施設の設置
置者のみ記載する
年月日及び許可番
項の許可の年月日
又は第６項の許可
法第 条第１項の

の場
こと
号」
及び
の年

所」欄
。
欄は、
許可番
月日及

許可の年月

理

は
棄
設
可
１
項
は

び「廃棄物処理施

般廃棄物処理施設
、産業廃棄物処理
許可番号、産業廃
及び許可番号を記

設

設
業
棄

の種類

置者に
者にあ
物処理
載するこ

及

一
号
び
日

欄は、当該

っては法第
ては法第
設設置者に
。

」

あ
っ
施
と

特
定
処
理
施
設
の
概
要

特

処

許
及

処

定処理施設の種類

理

可

する廃棄物の種類

（設置）年月日
び 許 可 番 号

理 能 力

年 月 日
第 号

記第
記第

号様
号様

別
別
別記第 号様

中「第 条の 第
（表）中「第 条

３
第
項」を
１項」

中「（第 条」を「（第

式
式
式

第 条の 第３項
「第 条第１項」

（日
」に
に改

本工業
改める
める。

」に、「第 条の」を「第

「
を
条

格 ４）

の」に改める。

規
。

条

発

発
事
故
の

生 日 時

生 箇 所
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概
要
事 故 の 状 況

号」とあ
号」とあ

北海道動

る
る
の
の

物の

は「第９条の２第３項各
は「第 条の４第３項各

愛護及び管理に関する条

号
号
（第
（第

例施行

３号を除く。）」と、
３号を除く。）」とする

規則の一部を改正する規

「第
。
条

則をこ

の４第３項各

こに公布する。
措
置
の
概
要

※事務処理

備考

欄

平成

北海道規則

北海
北海道動
を次のよう
第２条を
第３条中

月 日

号

物の愛護及び管理に関す

年

第

道

３

動
物
に
削

の
改
る
「別

愛護及び管理に関する条
正する。
。
表第２」を「別表」に改

北海道知事

施行規則の一部を改正する条例
例施行

め、同

規則（平成 年北海道規

条を第２条とする。

橋 はるみ

る

高

規則
則第 号）の一部

１
２
３

※欄
印
特

許
げ

定
特
可
る

記

ラ
廃
処
載

は記入しないこと。
の欄の記載については、
処理施設の概要について
定処理施設の種類につい
申請書（届出書）に記載
施設にあっては次に掲げ
焼却設備、熱分解設備、

できる

ては
され
る設
乾燥

、
て
備
設

スチック類の固形燃料化
酸・廃アルカリの中和設
理する廃棄物の種類につ
すること。

設備
備
いて

、

は

限り図面、写真等を利用

政令第 条第１号に掲げ
いる施設の種類を記載し
から該当するものを記載
備、廃プラスチック類の

する

る
、
す
溶

施
同
る
融

メタン回収設備、廃油の

、実際に処理するすべて

蒸

の

留

廃

こと。

設にあっては
条第２号に掲
こと。
設備、廃プ
設備、特管

棄物について

第４条か
第 条中

改め、同条
第 条第
２号様式」
第 条第

式」に改め
記第４号様

条までを削る。
条第１項」を「第 条

３条とする。
中「第 条第２項」を「

ら

を
１

第
「第
第
項
に
１
、

改
項
同
式」

め、同条を第４条とする
中「第 条」を「第 条
条第２項中「第 条後段
に改め、同条を第５条と

「別記第 号様式」を

第２項」に、「別記第

」

第

に、

条
。
前
」
段」
を「

する。

に、「別記第 号様式
第 条後段」に、「別記

１号様式」に

」を「別記第

「別

号

記第

様式

」
第
を
号
「別記第３号様
様式」を「別

４

許
設
に
事
事
程度

に
掲
故
故
並

こと
措
事
に周

。
置
故
辺

５

可（設置）年月日及び許
あっては許可（届出）年
げる施設にあっては設置
の概要について
の状況については、破損
びに処理施設の 働及び

可番号
月日
年月

等の
周辺

及
日

程
環

の概要について
の発生箇所や状況に応じ
住民及び市町村等関係機

て講
関へ
じ
の

については、政令第 条
び許可（届出）番号を記
を記載すること。

度、汚水、気体等の飛散
境に及ぼす影響について

第１
載

、
具

し

流
体

た応急措置の内容につい
対応状況を含めて記載す

て
る
、
こ

号に掲げる施
、同条第２号

出、発散等の
的に記載する

その効果並び
と。

第 条の
を「第 条
改め、同
第 条の
を「第 条
する。
第 条及
別表第１

条

し中「第 条第３項」を
項」に改め、同条第１号
第６条とする。
し中「第 条第２項」を
項」に、「別記第 号様

見
第

見
第

出
３
を
出
２

び第
を削

条を削る。
る。

条第３項」に改め、同条
２号及び第４号中「飼養

条第２項」に改め、同条
「別記第５号様式」に改

「

「
式

第
、第

第
」を

に
条第３項」

「取扱いに」

条第２項」
条を第７条と

中

中
め

「第
」を

「第
、同

に

６

附

１ この
２ この

特定

則

規則
規則
は
に

の規定の適用

処理施設の処理系統図、

、公布の日から施行する
よる改正後の廃棄物の処

平面

。
理及

については、平成 年９月

図その他参考となるもの

（日

び清掃に関する法律施行

を添付

本工

細則

業

第
日までの間は、同項中「第９

すること。

規格 ４）

８条の２第１項
条の２第３項各

別表第２
別
別
表第
記第
３
１

別
物」
別
様式

記第
に、
記第
とする

（第３条関係）」を「（中「
を削る。
号様式から別記第 号様
号様式中「（第 条関係

「第 条」を「第 条」に
号様式中「（第 条関係
。

式ま
）」
改
）
め
」

関係）」に改め、同表を第２条

でを削る。
を「（第３条関係）」に
、同様式を別記第１号様
を「（第４条関係）」に

、「危
式と
改め
す
、

する。別表と

険動物」を「特定動
る。
同様式を別記第２号
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別記第 号様
段」
別
後段
別

に改
記第
」に
記第

め、同
号様
改め、
号様

式中「（第 条関係
様式を別記第３号様
式中「（第 条関係
同様式を別記第４号
式中「（第 条関係

）」を「
式
）
様
）

とする
」を「
式とす
」を「

（第５条関係）」に
。
（第５条関係）」に、
る。
（第７条関係）」に

、「第 条

「第

改め

条後

、同様

」を「第 条前

段」を「第 条

式（表）中「第

日常
法
庭

生
第
等

問若
法
し
第

は寡婦日常生
（法第 条第４
事業又は寡婦

活
項
日

活支援事業又
条第１項
日常生活支援
くは立入検査
条（法第

に関すること
条第４項にお

。
い

又は休止の届
る場合を含む
を行う者に対

出
。
す

支援事業の廃止
において準用す
常生活支援事業

て準用する場合を含む。）の規

ること。
る母子
又は質

の受理に関す
）の規定によ
る報告の徴収

定による母子 庭等
条
条

に、
別

第１
知
「
記第

項」を
事」を
第
号様

附

この
この
施行

則

規則は
規則の
規則の

１
２
例

「第 条第１項」に
「第 条 知事」に
条第１項」を「
式及び別記第 号様

改
、
第
式

め、同
「第
条第
を削る

、平成 年６月１日
施行の際現にこの規
規定に基づいて作成

か
則
さ

ら施行
による
れてい

様式（裏）中「第
条」を「第 条」に
１項」に改め、同様
。

条」
、
式を

を「第
「
別記第

する。
改正前の北海道動物
る用紙がある場合に

の愛
おい
護及び
ては、

条」に、「第
」を「 、 」
５号様式とする。

管理に関する条
この規則による

日常
法
省
画書
省
変更

生
第
令
の
令
を
省
受理
令
に

は寡婦日常生
規定による寡
の規定による
こと。
第９条第２項
出の受理に関

活
婦
母

に
す

活支援事業又
条第３項の
第３条第２項
受理に関する
第４条（省令
加えた旨の届
第８条第２項
関すること。

の規定による寡

又は停止の命
業の開始の届
活支援事業の

場合を含む。

令
出
収

）

支援事業の制限
日常生活支援事
子 庭等日常生

おいて準用する
ること。
婦日常生活支援事業の収支予算

。
ること。
事業計

重大な

に関すること
の受理に関す
支予算書及び

の規定による

書及び事業計画書の

正後の北海
要な

子及

調整を

び寡婦

改
必

母
平成

道規

母
子及

年３

則第

子及び
び寡婦

北海

母

道動物の愛護及び管
して使用することを

福祉法施行細則の一

理に関す
妨

部

げない

を改正
月 日

号

寡婦福祉法施行細則
福祉法施行細則（昭

の
和
一部を
年北

る条例施行規則の規
。

する規則をここに公

定にかかわ

布する。

北海

改正する規則
海道規則第 号）の

道知

一部

事 高

を次の

らず、当分の間、

橋 はるみ

ように改正する。

本則に
（母子
第 条

届によ
（母子
第 条

次

法
っ

法
（休止）
（寡婦
第 条

日
法

る。
支援事業の開
による届出は
ならない。
支援事業の廃
による届出は

始
、

止
、

の６条を加え
庭等日常生活
第 条の規定
てしなければ
庭等日常生活
第 条の規定
届によってし
常生活支援事
第 条第３項

なければならな
業の開始の届
の規定による

出
届

の母子 庭等

）
の母子 庭等

日

日

の届出）
別記第 号様式

又は休止の届出
別記第 号様式
い。
）
出は、別記第 号様式の寡婦日

業開始

業廃止

常生活支援事

常生活支援事

常生活支援事業開始
１条
（ 旨
条

を次の
）
母子及

第

第１

て
童
第
省
る

は、
扶養

令第
。

母子及
手当法
号。以
号。

ように改める。

び寡婦福祉法（昭和 年法律
び寡婦福祉法施行
施行令及び母子及び
下「改正政令」とい
以下「省令」という

令（
寡
う。
。

昭和
婦福祉
）及び
）に定

第 号。以下「法」という。
年政令第 号。以
法施行令の一部を改
母子及び寡婦福祉
めるもののほか、こ

下「
正す
法施
の規

政令」
る政令
行規則
則の定

）の施行につい
という。）、児
（平成 年政令
（昭和 年厚生
めるところによ

届によ
（寡婦
第 条

寡婦日
（母子
第 条

っ
日
法
常

省
更届に
（寡婦

よ
日

ならない。
業の廃止又は
において準用
廃止（休止）
支援事業の届
定による届出

休
す
届
出
は

てしなければ
常生活支援事
第 条第４項
生活支援事業
庭等日常生活
令第４条の規
ってしなけれ
常生活支援事

ばならない。
業の届出事項の

定による届出
ればならない
出）
式の母子 庭

は
。

等

止の届出）
る法第 条の規
によってしなけ
事項の変更の届
、別記第 号様

変更の届出）

様式の

事業変

、別記第 号

日常生活支援

第
律第
２

２条

次に
法

の見出
号。以
掲げる
第 条
法第 条

しを「（権限の委任
下「法」という。）
事務は、保健福祉事
の規定による母子

）
」を
務
庭

」に改
「法」
所長に
等日常

（法第 条第４項において準

め、同条中「母子及
に改め、同条に次の
委任する。
生活支援事業の開始

び寡
１

の届

婦福祉
項を加

出の受
用する場合を含む。）の規定に

法（昭和 年法
える。

理に関すること。
よる母子 庭等

第 条

式の母
別記第
を「同封
提出して

省
子
６
の
」

項において準
活支援事業変
鑑及び次の書
福祉資金借用
式 の事項か

用
更
類
書
ら

令第９条第２
庭等日常生
号様式中「印
母子（寡婦）
に改め、同様

の規定による
ければならな
の福祉事務所
及び保証人の
削る。

届
い
又
印

する省令第４条
届によってしな
を持参して、市
に押印し、借主
の事項までを

号様

来て」
付して

出は、別記第
。
は町村役場に
鑑証明書を添
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別記第 号様
別記第 号様式

式の次に次の６様式を加える
（第 条関係）

母子 庭等日常生

。

活支援事業開始届
年 月 日

母子
止）し
１ 廃

及
ま
止

２ 廃止

び
す
寡婦福祉法第 条の規定
ので、次のとおり届け出ま
（休止）予定年月日

に

（休止）の理由

よ
す
り、母子 庭等日常生活
。

支援事業を廃止（休

母子
ので、

保健

及び
次の

寡
と

福

婦福祉法第 条の規定に
おり届け出ます。

祉事務所長 様

より

住 所
届出者

氏 名
法人にあっ
務所の所在
に代表者の

、母子 庭等日常生活支

ては
地及
氏名

援事

、
び

業

主たる事
名称並び

を開始します

３ 休
別記第

止
号

保

の
様

予定期間
式（第 条関係）

寡婦日常

健福祉事務所長 様

生活支援事業開始届

住 所
届出者

氏 名
法人にあって

年 月 日

は、主たる事

２ 条
３ 職

１ 経営者
例、
員の

職

定
定

の
款その他の基本約款
数及び職務の内容

種 職

っ氏名及び住所（法人にあ

務

て

の 内 容

は、その名称及び主たる事務所

職員の定数
人

の所在地）

及
次

母子
ので、
１ 経
２ 条
３ 職

営
例
員

職

び
の
寡婦福祉法第 条第３項の
とおり届け出ます。
者
、
の

の氏名及び住所（法人にあ
定款その他の基本約款
定数及び職務の内容

種 職

規

務所の所在
に代表者の

定により、寡婦日常生活支

地
氏

援

っては、その名称及び主たる事

務 の 内 容

及
名

事

び名称並び

業を開始します

務所の所在地）

職員の定数

５ 事
６ 収
別記第

４ 主な職

職

業開
支予
号様

始
算
式

員

種 氏

の予定年月日
書及び事業計画書 別紙
（第 条関係）

母子 庭等日常

の氏名及び経歴

名

の

生活

と

支

経

おり

援事業廃止（休止）届

歴

４ 主な

職

職員の氏名及び経歴

種 氏 名 経

人

歴

保健福祉事務所長 様
住 所

届出者
氏 名
法人にあっ
務所の所在
に代表者の

年

ては
地及
氏名

、
び
主たる事
名称並び

月 日 ５ 事
６ 収
別記第

業
支
号

保

開
予
様

始の予定年月日
算書及び事業計画書 別紙
式（第 条関係）

寡婦日常生活

健福祉事務所長 様

の

支

とおり

援事業廃止（休止）届
年 月 日
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住 所
届出者

氏 名
法人に
務所の

あっ
所在
ては、
地及び

に代表者の氏名

主たる事
名称並び

保健福祉事務所長 様
住 所

届出者
氏 名
法人に
務所の

あっ
所在
て
地

年 月 日

は、主たる事
及び名称並び母子

生活
廃
廃
休
第

及び寡
支援事
止（休
止（休
止の予
号様式

常
１
２
３
別記

項
ま

庭等

におい
すので

日常生

婦福祉法第 条第４
業を廃止（休止）し
止）予定年月日
止）の理由
定期間
（第 条関係）

母子

て準用する同法第
、次のとおり届け出

活支援事業変更届

条の
ます
規定に
。

年

より、寡婦日

月 日

母子
、寡
及
婦り

１
２
３

経
条
営
例
職員

職

び寡婦福祉法施行規則第
日常生活支援事業を変更
者の氏名及び住所（法人
、定款その他の基本約款
の定数及び職務の内容

種 職

９
し
条
ま

にあ

に代表

第２項において準用する
したので、次のとおり届
っては、その名称及び主

務 の 内 容

者の

同規
け出

氏

則
ま

たる事

名

第４条の規定によ
す。
務所の所在地）

職員の定数

母子

保健福

及び寡
更しましたの
１ 経営者の

祉事務所長 様

婦福祉法施行規則第
で、次のとおり届け

４条の規
出ます。

氏名及び住所（法人にあって

あっ
所在
者の

等日

ては、
地及び
氏名

常生活

住 所
届出者

氏 名
法人に
務所の
に代表

定により、母子 庭

は、その名称及び主たる事務所

主たる事
名称並び

支援事業を変

の所在地）

５
６
注

変更
収
変
附

支
更

４ 事業
年月日
予算書及び事業計画書
した部分のみ記入するこ
則

別
と
紙
。

開始の予定年月日

のとおり

人

２
３
条
職
例、定
員の定

職

４ 事業開始

款その他の基本約款
数及び職務の内容

種 職 務

の予定年月日

の 内 容 職員の定数
人

こ

北
こに

の規

海道
公布

則

国
す

平成

北海道規則

北海

は、平成 年４月１日か

民健康保険調整交付金の
る。
年３月 日

ら

交

施

付

第 号

道国民健康保険調整交付金の

行する。

に関する条例施行規則等の一部

交付に関する条例施行規則等

北海道知事

の

を改正する規則をこ

高 橋 はるみ

一部を改正する規則
５
６
注
別記

変
収
変
第

更年月
支予算
更した
号様式

日
書及び事業計画書
部分のみ記入するこ
（第 条関係）

別
と
紙のと
。

寡婦日常生活

おり

支援事業変更届

（北海
第１条

第
第７
厚生省

道
北
号
条
告

国
海
）
第
示

民健康保険調整交付金の交
道国民健康保険調整交付金
の一部を次のように改正す
３号中「健康保険法の規定
第 号」を「診療報酬の算

る

付
の
。
に
定

に関する条例施行規則の一
交付に関する条例施行規則

よる療養に要する費用の額
方法（平成 年厚生労働省

部

の
告

改
（平

算
示

正）
成 年北海道規則

定方法（平成６年
第 号」に改める。
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（北海
第２条

する。
第３

道保
北海
健
道

条第１

所条例施行規則の一部改
保健所条例施行規則（昭

項中「健康保険法の規定

正
和
）

によ

年北海道規則第 号）の

る療養に要する費用の額

一部を

の算定

次のように改正

方法（平成６年

臨床検査
する。
平成

、衛生検査技師等に関す

月 日

技師

年３

律施行細則の一部を改正する法

北海道知事

則をここに公布る規

高 橋 はるみ
厚生省
示第
に改め
導料」
療情報

告示
号別
、同
を
提供

第
表
条
「特
料

２」に
別表
（北海

改め
中
道立

る
「告
小

号」を「診療報酬の算
第１」を「告示別表第１
第２項中「告示第 号別
定疾患療養管理料」に、
（ ）及び診療情報提供料

定
」
表
「
（

方
に
第
診
）

。
示第 号別表第１」を
児総合保健センター条例

「告
施
示
行

法（平成 年厚生労働省
、「告示第 号別表第２
１」を「告示別表第１」
療情報提供料 及び診療
」に、「告示第 号別表

告示
」を
に、
情報
第２

第

提
」

別表第１」に改める。
規則の一部改正）

号」に、「告
「告示別表第２」
「特定疾患療養指
供料 」を「診
を「告示別表第

北海道規則

臨床
臨床検査
部を次のよ
題名を次
臨床

第１条中
法律（」に

号

技師、衛生検査技師等に
、衛生検査技師等に関す
改正する。
うに改める。
技師等に関する法律施行
床検査技師、衛生検査技

第

検
技
う
の

査
師
に
よ
検査
「臨
、「臨床検査技師、衛生検査

る法律施行細則の一部を改
律施行細則（昭和 年北海

に関する法律（」を「臨床

関
る
す
法

細
師
則
等

技師等に関する法律施行令」を

る規則
則第 号）の一

技師等に関する

正
道
す
規

検査
「臨床検査技師等に

第３条

を次の
第５
厚生省
附

北海
よう
条第
告示
則

道
に
２
第

この規

北海道

則は

立衛

、

生

立小児総合保健センター
改正する。
項中「健康保険法の規定
号」を「診療報酬の算

条

に
定

例

よ
方

平成 年４月１日から施

学院学則の一部を改正す

行

る

す

規

施行規則（昭和 年北海

る療養に要する費用の額
法（平成 年厚生労働省

る。

則をここに公布する。

道規

の算
告示

則

定
第

第 号）の一部

方法（平成６年
号」に改める。

関する法律
検査技師等
別記第２
る法律第
床検査技師
改める。

附

この規則

令」に、「臨床検査技師
する法律施行規則」に改
式から別記第６号様式ま
４第４項及び臨床検査技
関する法律第 条の４第

施
に
号
条
等

行
関
様
の
に

則

は、平成 年４月１日から施

生検査技師等に関する法律
。
規定中「臨床検査技師、衛
衛生検査技師等に関する法
及び臨床検査技師等に関す

、
め
で
師
４

衛
る
の
、
項

行する。

規則」を「臨床

査技師等に関す
行規則」を「臨
律施行規則」に

施

生
律
る

行

検
施
法

平成

北海道規

北
北海道

年

則第

海道
立衛

３

立
生

目次中
第１条
律」に改

「寄
中
める

宿
「臨
。

月 日

号

衛生学院学則の一部を改
学院学則（昭和 年北海

正
道
す
規

舎」を「職員組織」に改
床検査技師、衛生検査技

め
師
る
等

北海道知

る規則
則第 号）の一部を次の
。
に関する法律」を「臨床

事

よ

高

う

検査技

橋 はるみ

に改正する。

師等に関する法

医療法施
平成

北海道規則

医療
医療法施
第７条の

則の一部を改正する規則
月 日

号

行細則の一部を改正する
則（昭和 年北海道規則
次の１条を加える。

行
年

第

法

細
３

施
行
次
細
に

こに公布する。

北海道知事

号）の一部を次のように改

を

規

こ

則
第

橋 はるみ

る。

高

正す

第４章
第

（職員
第 条

附

を次
４章

組織
学院
則

の

）
に

この規則は、

ように改める。
職員組織

、学院長、専任教員、事務職

平成 年４月１日から施行す

員その他必要な職員を置く。

る。

（診療所
第７条の２

記第４号
第８条中
第 条中

療用放射性
第 条中

養病床に係る変更事項の
令第４条第２項の規定に
の病院（診療所・助産所
４条第２項」を「第４条
は診療放射性同位元素」
元素」に改める。
は診療用放射性同位元素

の

様

同

療
政
式
「第
「又
位
「又

）
診療所の療養病床に係る変
設変更届によってしなけれ
項」に改める。
、診療用放射性同位元素又

「、診療用放射性同位元素

届
よ
）
第
を

出
る
開
３
「

」を

項の届出は、別
らない。

電子断層撮影診

陽電子断層撮影

更
ば

は

事
な

陽

又は
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診療
器具
用放
等翌
射性同
年使用

第
層撮
診療

条第２項
影診
用放
療用放
射性同

位元素」に、「診療
予定届」に改める。
中「又は診療用放射
射性同位元素」に改
位元素又は陽電子断

用放射線

性同位元
め
層
、同条
撮影診

照射器具等翌年使用

素」を「、診療用放
第３項中「又は診療
療用放射性同位元素

届」を「診

射性同位元
用放
」に
射性同
、「診

療用放射線照射

素又は陽電子断
位元素」を「、
療用放射性同位

法第
第

第
７号

条
法
条
から

中
第
第
第

条の規定による病院等の管
第 号を第 号とし、同
条第２項の規定による
号中「第 条」を「第

９号までを１号ずつ繰り

号
診

下

の
療
条
げ

理者の変更の命令に関すること
次に次の１号を加える。
録等の提出の命令に関す
第１項」に改め、同号を
、同条第６号中「他の病

るこ
同条
院」

と
第
を

。

。
号とし、同条中第

「他の病院等」に改

元素
位元
「診
に改
第

廃止
素を
療用
める
条

届」を
」を
放射性
。
の２中

第
第
記第

条の３中
条
号
の４中
様式の

「診療用放射性同位
「診療用放射性同位
同位元素の廃止後の

「別記第 号様式の

元
元素
措

２

素等廃
又は陽
置届」

」を「
「別記第 号様式の
「別記第 号様式の
管理者理事就任免除

３」を「
４
認
の病院
可申請

止届」に改め、同条
電子断層撮影診療用
を「診療用放射性同

別記第 号様式」に

第４
放
位元

改め

項中
射性同
素等廃

る。
別記第 号様式」に
（診療所）管理者理
書」に改める。

改める。
事就任免除

「診療用放射性同
位元素を」に、
止後の措置届」

申請書」を「別

め、
とし
同号
、同
法
の許

を
条
第
可

別

及び
事項

記第

５の
を次

１

事
の

同条第７号とし、同条第
中第４号を第５号とし、
７条第３項の規定による
に関すること。

５
第
診

号
３
療

「北海道知事
号様式中

保 健 所 長
項中「医師又は」を「臨
ように改める。

床

様

研

中「管理等」を「管理」
号を第４号とし、第２号
所の療養病床の設置又は

に改
の次
療養

め
に
病

を「 保健所長 様
」
修修了医師又は」に改め

」に

、同

改

様

、同号を同条第６号
次の１号を加える。
床の病床数等の変更

め、同様式４の事項

式７の事項及び８の

第
第
第
第
第
第

条
条
条
条
条
条

中「別
中「別
中「別
中「別
中「別
中「別

第
第

条中「別
条

（特別
の次に
代理人

記第 号様式」を
記第 号様式」を
記第 号様式」を
記第 号様式」を
記第 号様式」を
記第 号様式」を

「別
「別
「別
「別
「別
「別

記第
記第
記第
記第
記第
記第

記第 号様式」を
次の１条を加える。
の選任の請求）

「別記第

号様式」に改める。
号様式」に改める。
号様式」に改める。
号様式」に改める。
号様式」に改める。
号様式」に改める。
号様式」に改める。

７

８

敷

敷

地
敷
敷
地

記第

敷
都
防

１別

の面積及び平面図
地の面積 平方メ
地の平面図 別添平面図
周囲の見取図等

ー
の
ト
と

地周囲の見取図 別添見
市計画法第８条第１項第
火地域又は準防火地域の

号様式 の の事項中

取
１
指

「

図
号
定

滅

ル
おり

のとおり
に規定する用途地域
の有無

「 清潔な手菌手洗
洗いの設を に改め、同様式 の

第

特
ば
第
式」

条の

別代
なら
条
に改

２ 法
理人の
ない。
中「省
める。

第
「別
第

条の２
記第
条
号様
ただし

第 条において準
選任の請求は、別

令第 条」を「政令

用す
記第

第

る民法
号様

５条の

中「省令第 条の２
式」に改める。
書を削り、同条中第

」を「政令

号を第

（明治 年法律第
式の特別代理人選任

７」に、「別記第

第５条の８」に、

号とし、第 号か

号
請

号様

）第
求書に

式」を

「別記第

ら第 号ま

条の規定による
よってしなけれ

「別記第 号様

号様式の２」を

でを４号ずつ繰

事項を次
予
の
定

氏

ように改める。
している管理者

の

名 住 所 生

有 無 備の有無」 」

臨床研修
（歯年月日

番

を修
科
号

了
医
した旨の登録
籍登録）
年 月 日

り下
等」
同号

第

げ、
に、
を同
法
条

同条第
「及び
条第
第 条
中第

号中「の規定によ
閉鎖命令」を「又は
号とし、同号の次に
の規定による弁明の
号を第 号とし、同

る
同
次
機
号

開設」
条第１
の１号
会の付
の次に

を「若しくは第２項
項の規定による病院
を加える。
与に関すること。
次の１号を加える。

の規
等の
定によ
閉鎖の

る病院等の開設
命令」に改め、

別記第
２
臨
者

１
開
床
が

り医

号様式備考２の事項を次
設者が臨床研修修了医師
研修修了登録証の写し又
医療法等の一部を改正

の
又
は
する

よ
は
歯
法

師法第 条の４第１項の登録

うに改める。
歯科医師であるときは、
科医師免許証の写しを添
律（平成 年法律第

医師
付す
号）

法
る
附

を受けた者とみなされた者であ

第 条の４第２項の
こと。ただし、開設
則第８条の規定によ
るときは医師免許証
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の
別記第
同様式備
３

写しを
１号様
考２の
前項た

添付すること。
式備考３の事項中「（
事項の次に次の１事項
だし書に規定する場合

２部）
を加え
にあっ

」を削り、同事項を同様
る。
ては、 の事項中番号の

式備考

欄は医

４の事項とし、

籍登録の番号を、

加える。
１
登
法

病
録
等

院（診療所）にあっては、管
証
の
の写し又は歯科医師免許証
一部を改正する法律（平成

理者に係る医師法第 条の４
の写しを添付すること。ただ
年法律第 号）附則第８

第
し
条

２項の臨床研修修了
、
の
当該管理者が医療
規定により医師法

年
別記第
「北海
保

月日の
１号様
道知事
健 所 長

別記第４号様
所、」を

４

削
病
第

り
院
２

、

項

欄は医籍登録の年月日
式の２、別記第３号様

様 を「 保健所
」

を記入
式及び

長 様

式備考 の事項中「医師（」
同様式備考 の事項を次
（診療所）の管理者を変更
の臨床研修修了登録証の

の
し
写

よ
た
し

すること。
別記第３号様式の２中

」に改める。

を「臨床研修修了医師（」に改
うに改める。
ときは、変更後の管理者
又は歯科医師免許証の写

に
し
係
を
る
添

め、「歯科診療

医師法第 条の
付すること。た

第
添
２
年

別記第

付
前
月
６

７ 敷地
敷
敷

条
す
項
日
号

の４第１項の登録を受けた
ること。
ただし書に規定する場合に
の欄は医籍登録の年月日を
様式７の事項及び８の事項
の面積及び平面図
地
地
の面積 平方メート
の平面図 別添平面図のと

者

あ
記
を

とみなされた者であるとき

っては、４の事項中番号の
入すること。
次のように改める。

は

欄

ル
おり

医

は

師免許証の写しを

医籍登録の番号を、

だ
則
る

別記第

し
第
と
４
助

、変
８
き
号
産

条
は
様
所

る

科

こ
臨
医

と
床
師

。
研
を

更後の管理者が医療法
の規定により医師法第
医師免許証の写しを添付
式備考の事項に次の３事
の管理者を変更したとき

等の
条
す
項
は

一
の
る
を
、

修修了医師又は歯科医師
変更したときは、新たに

が
診
開
療

部を改正する法律（平成
４第１項の登録を受けた
こと。
加える。
変更後の管理者の助産師

者

免

年法
と

許

み

証

設者である診療所の診療
に従事する医師又は歯科

に
医
従
師
事
の

律第 号）附
なされた者であ

の写しを添付す

する医師又は歯
医師免許証又は

８ 敷地
敷
都
防

別記第

事項を次

６

の

周
地
市
火

囲の見取図等
周囲の見取図 別添見取図
計画法第８条第１項第１号
地域又は準防火地域の指定

「
号 滅様式 の の事項中 の

ように改める。

の
に
の

とおり
規定する用途地域
有無

「 清潔な手菌
有
手洗

洗いの設を無 備の有無」 」
に改め、同様式 の

歯

務
別記第
４ 管

科
助
に
５
理

医師
産
従
号
者

師
事
様

氏 名

免許証の写しを添付する
が開設者である助産所の
する助産師の助産師免許
式４の事項を次のように

こ
業
証
改

と
務
の
め

住 所 生年

。
に従事する助産師を変更
写しを添付すること。
る。

したと

臨床研修を修
（歯科医籍登録月日
番 号

了
、
し
助
年

た
産

きは、新たに業

旨の登録
師籍登録）
月 日

管

氏

理

別記第
２
６
開

者

名 住 所 生

号様式備考２の事項を次のよ
設者が臨床研修修了医師又は

年
臨床研修を修

（歯科医籍登録月日
番 号

了
、

うに改める。
歯科医師であるときは、医師法

し
助
年

た旨の登録
産師籍登録）
月 日

第 条の４第２項の

別記第

名 簿 登

５号

録

様

項中「管理者及

「
式６の事項中 薬

に改め、同様式中備
」

考

剤

２

び」を削り、同事項を同様式

師 籍 登 録
」

の事項を備考４の事項と

を

し、

「

同

備考３の事項とし、同事項の前

薬 剤 師

様式備考１の事

に次の２事項を

者
り
の

別記第
３

が
医
写
６
前
年月

臨床
医
師
し
号
項

療法等の一部を改正する
法第 条の４第１項の登録
を添付すること。
様式備考の事項に次の２事
ただし書に規定する場合に

法

日の欄は医籍登録の年月日を

研修修了登録証の写し又は歯
律
を

項
あ

（平成 年法律第 号）
受けた者とみなされた者で

を加える。
っては、 の事項中番号の
記入すること。

附
あ

欄

科医師免許証の写しを添付する
則
る

は

第８条の規定によ
ときは医師免許証

医籍登録の番号を、

こと。ただし、開設

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



４

別記

別記

診療
ること

第 号

第 号

に
。

様

様

従事する医師又は歯科

「北海道知事
式中 様

保 健 所 長
「北海道知事

式中 様

医師

を
」

を

の

「

「

医師免許証又は歯科医師

保健所長 様」に改

保健所長 様」に改

免許

める

め、

証

。

同

の写しを添付す

様式の５の事項

□陽電

定格
超え
用エ

管
る
ッ

「

子断層撮影診療用放射性同位

「
電圧 定格管
口内法撮影 を超えを
クス線装置 影用エ

」

元素使用

電圧
る口
ックス

が
内
線

室
」

法撮 に改める。
装置

」

及び備
５
考の事
管理者

項
に

氏 名

備考

保 健 所 長
を次のように改める。
しようとする者

」

住 所 生年
臨床研修
（歯科医籍
番

を修
登録
号

了した
、助産
年

日月
の登録
籍登録）
月 日

旨
師

別

「診

記第

療用
診療
高

「診療用高エネ
診療用高エ
診 療 用

ル
ネ
放

ギ
ル
射

号様式中
診 療 用
放射性同
診 療 用

エネルギー放射線発生装
用高エネルギー放射線発

放
位
射
元

放
置
生

射
等
装

ー放射線発生装置等備付
ギー放射線発生装置
線 照 射 装 置
線 照 射 器 具
素装備診療機器
性 同 位 元 素

備付届
置

届

を

」

１
写
る

を
２
を

管理者
し、歯
こと。

（平成
受けた
前項た
、年月

別記第 号様

しようとする者に
医師免許証の写し
だし、当該管理
法律第 号）附
とみなされた者で
し書に規定する場
の欄は医籍登録の

「北海道知事
中
保 健 所 長

係
、
者に
則第
あ
合
年

る医師
助産師
しよう
８条の
るとき
にあっ
月日を

様 を「
」

に
科
た
年
者
だ
日

式

条の４第２項
証の写し又は助
する者が医療法等
定により医師法
師免許証の写し
、５の事項中番
すること。

保健所長 様」

の臨
産婦
の
第
を添
号の

床研修
名簿の
一部を
条の４
付する
欄は医

に改める。

第
許
と
規
医
は
入

法
免

は
て
記

了登録証の
本を添付す
する法律
項の登録
と。
登録の番号

修
謄
正
１
こ
籍

改
第

診
診
放

療
療
射

診
陽電
」に

療
子
、

性同

□診

位

療

様
放射
「

用 放 射 線 照 射
用 放 射 線 照 射
性 同 位 元 素 装 備 診

装
器
療 機

用 放 射 性 同 位
断層撮影診療用放射性同
「診療用放射性同位元素
元素）」に改め、同様式

用放射線照射装置使用室

元
位
）
元
」

の別

置
「北海道知

具 に、
保 健 所

器

事
長
様

素
素 」
を「診療用放射性同位元
紙その２中

素、陽

を「 保健所長
」

電子断層撮影診療用

別

「

記第

□エ
□在
□診
□診
□診

号様

ックス線
宅 □検
療用高エ
療用放射
療用放射

□診療用放射

「北海道知事
中
保 健 所 長

療室 □手術室 □
車
ルギー放射線発生装
照射装置使用室
照射器具使用室

様

病室

置使

を「
」

□

用室

同位元素使用室

式

診
診
ネ
線
線
性

保健所長 様」

を

に改め、同

」

等

式の別紙１中様 □放
□診
□エ

射
療
ッ

「
□診
□放

療
射

□診
□陽
□エ

療
電
ッ

線治療病室
用放射性同位元素使用室
クス線診療室（室名

用放射線照射装置使用室
線治療病室
用放射性同位元素使用室
子断層撮影診療用放射性同位
クス線診療室（室名

元素使用

を

）
」

に、
室
）

」
□エ
□在
□診
□診
□診
□診

ックス線
宅 □検
療用高エ
療用放射
療用放射
療用放射

「
療室 □手術室 □
車
ルギー放射線発生装
照射装置使用室
照射器具使用室
同位元素使用室

病室

置使

□

用室

診
診
ネ
線
線
性

に、

等 「

「

主 要

主 要

構 造 部 等 の 耐 火 構 造

構 造 部 等 の 耐 火 構 造 有

有 ・ 無

・ 無（理由：

を
」

） に、
」
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「
耐 火

「
耐 火

性

性

の 構 造

の 構 造 有 ・ 無（

有 ・ 無

理由： ）

を
」

に改め、
」

「
診療用放射線照射装置
使用室で使用する場合
の の核種と
安 全 保 持 機 構

使用核種： ・ その他（

国際規格（ 、 等）への

）

適合：有・無

同様式の別紙そ

□核

□診
□放
□診
□診

「
□組
□

織内
内照

照射
射に

医学撮

療用
射線
療用
療用

放射
治療
放射
放射

の３中

装置の吸収補正用

線照射器具使用室
病室
線照射装置使用室（
性同位元素使用室

による放射線治療用
よる放射線治療用

用）
を

診療
射装
診療
位元
エッ

用
置
用
素
ク

室、

で
用す
ける

手

一
る
防

放
使
放
使
ス

射線照
患者及び放射線診療従用室、
事者に対する防護措置射性同

用室、 照射器具の紛失防止
線診療 措 置
術 室、
又
時
場
護

は 照射器具の紛失や放置
的に使 を 確 認 す る た め の
合にお 放 射 線 測 定 器
措置

放 射 線 管 理 体 制 を
示 す 組 織 図

具体

具体

的に：

的に：

測定器名及び台数：

有 ・ 無

を

「
□組
（

□
□核

□診

□エ
□手

ック
術室

ス線
□

織内照射
□う
内照
医学

療用

ち永
射に
撮

放射

による放射線治療用
久挿入）
よる放射線治療用
装置の吸収補正用

線照射器具使用室

診療室（室名
□

）

」 「

用診療
置射装

放射線管理責任者の
選 任

診療用放射線照射装置

放

使用室で使用する場合
の感染防止対策及び麻
酔 関 連 機 器 の 整 備

射線照
使

診療用放射線照射装置
用室、 使用室で使用する場合

具体

有 ・ 無

的に：

使用核種： ・ その他（

」

）

□手

「
主 要

「
主 要

□放
□診
□診
□陽
□エ

射線
療用
療用
電子
ック

治療
放射
放射
断層
ス線

術室 □

構

構

造

造

□

部 等 の 耐 火 構 造

部 等 の 耐 火 構 造 有

病室
線照射装置使用室（
性同位元素使用室
撮影診療用放射性同位元素使
診療室（室名

用）

用室
）

・ 無

」

有 ・ 無

（理由：

に、

を
」

）

用
素
子
用
素

診療
位元
陽電
診療
位元
エッ
室、

で
用す

ク
手

一
る

ける防

放
使
断
放
使

射性同 の の核種と
用室、 安 全 保 持 機 構
層撮影

患者及び放射線診療従射性同
事者に対する防護措置用室、

ス
術
又
時
場

線診療 照射器具の紛失防止室、 措 置は
的に使 照射器具の紛失や放置
合にお を 確 認 す る た め の
護措置 放 射 線 測 定 器

国際

具体

規格（ 、 等）へ

的に：

の

具体

測定

的に：

器名及び台数：

適合：有・無

に改

「
耐

「
耐 火

火 性 の 構 造 有

性 の 構 造

・ 無（理由：

有 ・ 無

） に、
」

に、
」

を
」

め、同様式

放射 線 管 理 体 制 を
示 す 組 織 図

放射線管理責任者の
選 任

の別紙その５を次のように改

有 ・ 無

有 ・ 無

める。
」
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その５

診療用
放射性

（診

放
元

療

射
素

形同位元

用放射性同位元素・陽電

核性 同 位
の 種 類 化 学 形

子断

種

等

状

層撮影診療用放射性同位元素）

止に関

する構

造設備

及び予

付

近
洗浄設備の排水設備との

更 衣 設

診 療 室 と の 区準
洗 浄 設

連結 有 ・

備 有 ・

画 有 ・

備 有 ・

無

無

無

無

素又は
陽電子
断層撮
影診療
用放射
性同位
元素に
関する

年

３

１

最

使

月

日

使
事項

間 使 用 予 定 数 量 （

間最大使用予定数量 （

最 大 使 用 予 定 数 量 （

大 貯 蔵 予 定 数 量 （

用 区

）

）

）

）

分

用 場 所

□医薬品 □院内製造

□診療用放射性同位元素使用
□陽電子断層撮影診療用放射

□治

室
性同

験

位
□放射線治療病室 □手術室 □

薬

元素使用室
□

防措置

の概要 室

放
示

エ

診

フード等の汚染空気拡大防止

フード等の装置の排気設備と

射線障害の防止に必要な注意事

ッ ク ス 線 装 置 の

療用放射線照射装置又は診療用

の

項

使

放
照射器具の使用

放射線診療従事者及

備 洗浄設備の排水設備との

装

連

の

射

置 有 ・

結 有 ・

掲
有 ・

用 有（吸収補正用・画 の重

線
有（核種・数量：

ね

び他 □防護ついたて（

連結 有 ・

無

無

無

合わせ） ・ 無

） ・ 無

）

無

使

画
び
壁

用 室

天

床等の材質及
厚 さ 等 壁

出 入 口 の

突起物、くぼみ及び

名

井

扉

仕
上材の目地等の
が少ない構造

すき間 有 ・ 無

照
照
用
防

の患者等の防護措
（放射線防護用具

射装置又は 線源の紛失や放置
射器具を使 するための放射線
する場合の 使用簿及び保管簿
護措置

放射線管理体制を
織図

置
等

を
測

の

示

放射線管理責任者の

）

確
定

作

す

□防護スクリーン（
□その他（

認 測定器名及び台数：
器

成 有 ・

組
有 ・

選任 有 ・

）

無

無

）

無

使
等

画
週

主

用
の

壁
以

出

診療用

放射性

室の壁、床
平滑で、気体及構 造 等
が浸透しにくく
食しにくい材料
面仕上げ

等の外側における実効線量を
下とする防護措置

要 構 造 部 等 の 耐

び液
かつ
での

火

体
腐
表

性

入 口 の 数

有 ・

有 ・

耐火構造 ・ 不燃材

無

無

料を用

・通常の出入口 箇所
・その他 箇所（用途

いた構造

）

用 室

天

材質及 床

さ 等

出 入

突起物、く
上材の目地
が少ない構

壁、床

壁

口

ぼみ
等の
造

の

及
す

使

画壁等の
び 厚

使用室の

有 ・

名

井

扉

び仕
き間 無

使

出
入

口

用

射線障

害の防

同位元

素使用

室の放

室 で あ る 旨 を 示 す

汚染検査に必要な放射線測

汚 染 除 去 に 必 要 な

洗 浄 設

標

定

器

識

器

材

備

有 ・

有（測定器名及び台数：

有（

有 ・

無

無

） ・ 無

） ・ 無

平滑で、気造 等
が浸透しに
食しにくい
面仕上げ

体及
くく
材料

び
か
で

外側における実効線
する防護措置

量を

等 の 構

画壁等の
週以下と

有

有

・

・

液体
つ腐
の表

無

無
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陽

断

影

電子

層撮

診療

撮影

画 壁

主

装置と画壁等で区画さ

等 で 区 画 さ れ た 患

要 構 造 部 等 の 耐 火 性

れた

者 待

操作室

機 室

耐火構造 ・

有

有 ・ 無（理由：

不燃材料を用

・ 無

いた構造

）

区 画 さ れ た 構外 部 と

貯 蔵 施 設

画壁等の外
週以下とす

で あ る 旨 を 示 す

側における実効線量を
る防護措置

標

有 ・造

識 有 ・

有 ・

無

無

無

用

性

元

用

放射

同位

素使

出

使 用

出

室の
入
口

放

障

射線

害の

付
近

入 口

室 で あ る 旨 を 示

汚染検査に必要な放射

汚 染 除 去 に 必 要

洗 浄 設

の

す

線

数

標 識

測定器

な 器 材

備

洗浄設備の排水設備

更 衣 設

との連結

備

・その他 箇所（用途

有

有（測定器名及び台数

有（

有

・

：

無

・ 無

有

有

・

・

無

無

・通常の出入口 箇所
）

） ・ 無

） ・ 無

貯蔵施

構 造 部 等 の 耐 火 構

天
の材 床
厚さ

壁

出 入 口 の

主 要

貯

画壁等
質及び
等

蔵 建築基準法施
条第１項に

る特定防火設備

行
規
に

・ 無（理由：造 有

井

扉

令第
定す
該当

有 ・

）

無
防

関

構

備

予

止に

する

造設

及び

準

備

防措
室

置

要

の概
陽電
を修

陽電

診 療 室 及 び 待 機 室

洗 浄 設

洗浄設備の排水設備

フード等の汚染空気拡

フード等の装置の排気設

と の

と

大防

区 画

備

の連結

止装置

備との連結

子断層撮影診療に関する
了した診療放射線技師の

子断層撮影診療に関する

所定
氏名

安全

の研修
等

管理体

有

有

有

有

有

・

・

・

・

無

無

無

無

・ 無

所属、氏名、診療放射
番号：

線技師籍登録年月日及び登録

設の放
射線障
害の防
止に関
する構
造設備
及び予
防措置
の概要

する防火戸の構

出 入 口

かぎ等の閉鎖設
器具

火 性 の 構

の

備

出入口
造等

室

耐貯
蔵 扉、ふ
箱 は器具

た等へのかぎ等の閉鎖設

常の出入口 箇所
の他 箇所（用途

有 ・

・ 無（理由：

・通
数

・そ

又は

造 有

備又
有 ・

）

）

無

無

制の

放射
示

エ ッ

診療
照射

確立を目的とした委員会

線障害の防止に必要な注

ク ス 線 装 置

用放射線照射装置又は診
器具の使用

等の

意事

の

名称

項の掲

使 用

療用放射線

放射線診療従
措置（放射
等）

事者
線防

の防護
護用具

有

有（吸収補正用・画 の

有（核種・数量：

・

重ね

無

合わせ

□防護ついたて（
□防護スクリーン（
□その他（

）
）

・単独撮影）・無

） ・ 無

）

時以下になる構

密 構

の こ ぼ れ に く い

浸透しにくい材料

同位元素の種類及び数

構

の

量

貯
量率が

気
蔵

液 体

液体が
容

放射性
示

器 貯蔵

受皿、吸収

容器である旨を示

材等の汚染拡大防止設

す

備

貯蔵時の１ の距離における実
有 ・

有 ・

有 ・

有 ・

有 ・

造

造

造

使用

の表

標識

又は

有 ・

効線
無

無

無

無

無

無

照射
照射
用す
防護

貯

装置又は 線源の紛失や
器具を使 するための放
る場合の 使用簿及び保
措置

放射線管理体
織図

放射線管理責

放置
射線

管簿

制を

を確認
測定器

の作成

示す組

任者の選任

蔵 方 法

測定器名及び台数：

有

有

有

・

・

無

無

・ 無

貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ 貯蔵容器

運搬容
器の構
造及び

の防止に必要な注意事項

器具

放射線障害
示

運
が
搬時の１ の距離における実効

時以下になる構造

気 密 構

線

有 ・

有 ・
の掲

量率
有 ・

造 有 ・

無

無

無

無
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液
予防措
置の概
要

液

放

運

画

体

射

搬

壁

体 の こ ぼ れ に く い

が 浸 透 し に く い 材 料 の

性同位元素の種類及び数量

容 器 で あ る 旨 を 示 す

等の外側における実効線量を

構 造

使

の表

標

用

示

識

有 ・

有 ・

有 ・

有 ・

無

無

無

無

の概要

備 装置

排 気 監 視 設

気 体 の 漏 れ に く い

腐 食 し に く い 材 料 の

自動ダンパー等の汚染空気拡

構

使

大防

備 有 ・

造 有 ・

用 有 ・

止
有 ・

無

無

無

無

週

排

以

水

下とする防護措置

排液処理槽の構造、容量及び基数

排 液 浄 化 装

排水口での排水中の放射性同
濃度を医療法施行規則第 条
１項に定める濃度限度以下と
力

位元
の
する

置

素
第
能

有 ・

室内式（六面体）・埋設式・
貯留槽 ×
希釈槽 ×

無

その
基
基

他

有 ・

有 ・

無

無

（ ）

排気設備である旨を示す

外 部 と 区 画 さ れ た

保

管

廃

棄

扉、ふた等へのかぎ等の閉鎖
は器具

耐 火 性 の 構保
気 密 構管

廃 液体のこぼれにくい

構

設

棄 液体が浸透しにくい材料の

標識 有 ・

造 有 ・

備

構

又
有 ・

造 有 ・ 無（理由：

造 有 ・

造 有 ・

使用 有 ・

無

無

無

無

無

）

無

設

備

排 水 監 視 設

排 液 の 漏 れ に く い

排液が浸透しにくく、腐食し
材料の使用

構

にく

備

造

い

排液を採取するための排
排液中の放射性同位元素液
を測定するための構造処

理 排 液 流 出 調 節

構

の濃

装

造

度

置

有 ・

有 ・

有 ・

無

無

無

有 ・

有 ・

有 ・

無

無

無

設

備

容
保管廃棄容器である旨を

器
識

医
の
後
棄

放

保管廃棄設備である旨を示す

療法施行規則第 条の 第１項
厚生労働大臣が定める期間を経
において行う同号の規定による
の実施

射線障害の防止に必要な注意事

示

第
過
保

項
示

す標
有 ・

標

６
し
管

の

識 有 ・

号 有（保管場所・方法：
た
廃

掲
有 ・

無

無

）・無

無

廃棄施 排

設の放

射線障

害の防

止に関

槽 上部開口部における構

排水設備である旨を示す

排風機の台数及び排気能力（

排気浄化装置の台数及びフィ

造

標

時

等

識

）

ルター
の種類

使用室等の換気能力（

排気口での排気中の放射性同
濃度を医療法施行規則第 条
１項に定める濃度限度以下と

時

位元
の
する

）

素
第
能

ふたのできる構造 ・ さく

有 ・

等に

無

よ

有 ・ 無

る立入制限措置

射線

療病

放

治

放 射 線 治 療 病 室

室 数 及 び １ 室 当 た り

の

の 病

名

床

天

画壁等の材質及
び 厚 さ 等

出 入

突起物、く
上材の目地

床

壁

口

ぼみ
等の

の

及
す

称

数 室 ・

井

壁

び仕
き間 有

床

・

／室

無

する構

造設備

及び予

気

設防措置

力

人が常時立ち入る場所での空
放射性同位元素濃度を医療法
則第 条の 第２項に定める

気中
施行

の
規

濃度限
度以下とする能力

有 ・ 無

の放

線障

室

射

害

止

の防

に関

が少ない構
病室の壁、床等

平滑で、気の 構 造 等

造

体及び
が浸透しに
食しにくい
面仕上げ

くくか
材料で

液体
つ腐

有
の表

・ 無
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す

造

る構

設備

画壁
週以

放射

汚 染

等の外側における実効線
下とする防護措置

線治療病室である旨

検 査 に 必 要 な 放 射

量を

を示

線 測

す標識

定 器

有

有

有（測定器名・台数：

・

・

無

無

） ・ 無

構造設

備及び

予防措

療 従 事 者 等 の 防 護
線 防 護 用 具 等

放 射 線 診
（放 射

護スクリーン（
イアルシールド、シリンジ

措 置 □防
） □バ

□そ

□

の他（

線量計

）
シールド

）

及

防

の

び予

措置

概要

汚

洗

洗 浄

更

１室
置

入

放射

染 除 去 に 必 要

浄 設

設 備 の 排 水 設 備

衣 設

な

と の

器 材

備

連 結

備

に２名以上入院させる場

院 患 者 に 付 す

線障害の防止に必要な注

合の

る

意事

防護措

標 示

項の掲

有（

有

有

有

・

・

無

無

・ 無

有（

有 ・ 無

） ・ 無

） ・ 無

置の概

要

従事者等の被ばく線量の

管 理 体 制 を 示 す 組

管 理 責 任 者 の

他の患者の被ばく

織

選

す

放射線診療
方法

放 射 線

放 射 線

効線量を
下とする措置性診療用放射

光ガラス線量計（リン
子式ポケット線量計

（リング型含）

グ型

の他（

有 ・

有 ・

□蛍
測定

□電
□
□そ

図

任

る実
週以 有 ・

）

含）

無

無

無

示

管

理

区

域

実効線量を ３
る防護措置

空気中の放射性同位元素
濃度を医療法施行規則

月以下とす

の３
第

月間平
条の

第２項に定める濃度限度
下とする防護措置

放射性同位元素で汚染さ
面密度を医療法施行規則

の

れる
第

１ 以

物の表
条の

有

有

・

・

無

無

有

有

・

・

無

無

汚染検査に必要な手
測定器
、

放

汚染除去に必要
時

汚染のおそれのあ
る

床等が平滑で、気
措 液体が浸透しにく
防 腐食しにくい構造

な

る
体
く

同位元素を

術室、

で一

的に使用す

場合の防護

置及び汚染

止措置 放射線管理体制を
織図

示

器名及び台数：

的に：

有 ・

射線 測定

具体器材

壁、
及び
かつ

す組
有 ・

無

無

境

界

居住

入院

診療

第６項に定める表面密
１ 以下とする防護措

管理区域である旨を

管 理 区 域 へ の 立 入

区域及び敷地境界の実効

度
置

示

限度の

す標識

制 限

線

措 置

量を
３月以下とする防護措

患者の被ばくする実効
３月以下とする防護措

用放射性同位元素使用室

置

線量
置

、陽

を

電子断

有

有

・ 無

・ 無

有

有

・

・

無

無

診療用

元素又

層撮影

性同位

放

は

診

元

する医

医師の

師

氏

放射線管理責任者

氏 名

の

職
射性同位

陽電子断

療用放射

素を使用

又は歯科

名及び放

有 ・

籍登録年月日及
放射

び籍登録番号

選任

種 関する経歴

無

線診療に

そ

放

障

防

の他

射線

害の

層撮
蔵施
で放
性同

止に 第
以下

関する

影診療用放射性同位元素
設、廃棄施設又は放射線
射線診療従事者等が触れ
位元素の表面密度を医療
条の 第６項に定める表
とする防護措置

使用
治療
る物
法施

室、貯
病室内
の放射
行規則

面密度限度

有 ・ 無

□鉗子・ピンセット □防護ついたて（ ）

射線診

経歴

療

注意事

１ 診
及び

項

療
放

に関する

放射性同位元素又は陽電子断層撮
線診療に関する経歴欄には、使用

影
す

用
射

療用放射性同位元素を使用する
医師及び歯科医師全員について

医
記

診
る

又は歯科医師の氏名
すること。

師
入
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２ 排
３ 診
４ 放
と。

気設
療用

備及
放射

射線
ただ

管理
し、

汚染
５ 治

物を
験薬

取り
につ

び排水設備の位置並びに排気
性同位元素使用室等の構造設
体制を示す組織図と放射線管
放射線管理責任者については

及び
備が

排
法

理責
、医

任
療

扱う実務者の中から選任する
いて届け出る場合は、薬事法

こと
第２

。
条

水の系統を示す図面を添付す
令の基準に適合することを示
者の所属、職種及び氏名を記
法施行規則第 条の 第１項

るこ
す計

と
算

載し
に規

た
定

第 項に規定する治験の対 とされ

。
書を添付すること。
書面を添付するこ
する医療用放射性

る薬物であること

放射性同

別記第

位 素）」に、 同 位 元
関 す る

「北海道知事
様式中 様

元

号
保 健 所 長 」

に を 子断層撮影
項 用放射性同

素に関する
」

「 保健所長 様」に改

診
位
事

め

素
事

を

に改める。

」

。

療
元
項

る
を証

６ 診
掲げ

同
の
入

か

する
療用
る書
隣接
位元
画壁
した

書類
放射
類を
室名
素使
等の
縮図

診療
らの

用放
距離

７ 陽
類の

電子
ほか

断層
、次

（治験計画の届出書の写し又
性同位元素の備付け等につい
添付すること。
、上階及び下階の室名、周囲
用室等の平面図及び断面図
外側までの距離（ ）並びに
とすること。）
射性同位元素使用室等と居住
（ ）、縮尺及び方位を記入

は治
て届

の状
（図面
画壁

験
け

況
は
等

区域
した

、
縮

撮影診療用放射性同位元素の
に掲げる書類を添付すること

備付
。

け

契約書の写し）を添付するこ
出る場合は、２から５までに

並びに管理区域の標識の位置
、各室ごとに線源の位置、線
の材質、厚さ、表面の仕上げ

敷地境界及び病室の関係が分
図とすること。）

と。
掲げ

を明
源か
材料

る

記
ら
、

かる図

等について届け出る場合は、２から

書類のほか、次に

した診療用放射性
天井、床及び周囲
縮尺及び方位を記

面（図面は、線源

５までに掲げる書

別記第

「診療用
診療
高

「診療用高エネルギ
診療用高エネル
診療用放射線照

様式中
診療用放射線照
放射性同位元素
診療用放射性同

ネルギー放射線発生装置等
高エネルギー放射線発生装

号

エ
用

放射線発生装置等変更届
ー放射線発生装置
装置

を
器具
備診療機器
元素 」
更届

ー
ギ
射
射
装
位
変
置

ア
イ
ウ
エ

た

陽電
当
陽
核
陽

陽電

子断
該病
電子
医学
電子
子断

こと
陽電

を証
子断

次
サイ
に掲

クロ
げる

層撮影診療用放射性同位元素
院又は診療所の常勤職員であ
断層撮影診療に関する安全管
診断の経験が３年以上である
断層撮影診療に関する所定の
層撮影診療に関する所定の研
する書類
層撮影診療に関する安全管理

を使
るこ
理責
こと
研修
修を

用
と
任
を
を
修

体制の
トロン装置により陽電子断層
書類

撮影診

する医師等の１名以上につい
を証する書類
者であることを証する書類
証する書類
修了したことを証する書類
了した診療放射線技師につい

確立を目的とした委員会等の

て、

ては

次

、

規程を
療用放射性同位元素を製造する医療

に掲げる書類

当該研修を修了し

示す書類
機関については、

診
診
放 射

療
療

診
陽電
様」に
放射性同

療
子
、
位

用 放 射 線 照 射 装
用 放 射 線 照 射 器
同 位 元 素 装 備 診 療 機
用 放 射 性 同 位 元
層撮影診療用放射性同位元
「診療用放射性同位元素）」
素）」に改める。

「北海道知事

性

断

元

「北海道知事
に、

保 健 所 長
様

」
「診療用放射性同位元素、陽

置
具
器
素
素
を

を「 保健所長

子断層撮影診療用

」

電

ア

イ

別記第

「診療用

放
の写
製

号

射性
し
造管

様

放射
診
診
療
療
用
用

同位元素等による放射線障害

理、品質管理等に従事する薬

「診療用放射線照射
式中 診療用放

診療用放
線照射器具等翌年使用予

の防

剤師

器
射

止

の

具
線
射
定
性
届

放 射 線 照 射 器
放 射 性 同 位 元

具
素

に関する法律第３条第２項に

氏名等を示す書類

等翌年使用予定届
照射器具 を
同位元素 」

基づく

「北海道知事
に、 様

保 健 所 長
を
」

申請書及び許可証

「 保健所長

別記第
「診 療 用
診
陽電

様」に、

療
子

別記第
保 健 所 長 」

様式の２中「診 療 用 放
放 射 性 同 位 元 素 等 廃 止
用 放 射 性 同 位 元
層撮影診療用放射性同位元
療用放射性同位元素を」を

「

廃止した診

号

断
「診

様式中 様号

性 同 位 元 素 廃 止 届
届

「北海道知事

」

に、 様
保 健 所 長

」
診療用放射性同位元素又は
「

廃止した診
療用放射性

」

陽

射

素
素
「

同位元素又

「 保健所長 様」に改めを

「 保健所長

子断層撮影診療用

を

を

電

。る

陽電
様」に、

子断
「診

層
療
撮影診療用放射性同位元
用放射性同位元素）」を

「

診 療 用 放

素
「

射

診

性

」
療用放射性同位元素又は

「
診療用放射
位元素又は

陽電

性同
陽電

子断層撮影診療用

放射性同位

別記第

療用放射性
素を」に、

同位元素の
届出の概要

」
様式中「診療用放射性同位

元

号

は陽電子断 に改める。層撮影診療
用放射性同
位元素の届
出 の 概 要

」
素廃止後の措置届」を

を

元
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「診

様」

療用放
診 療
陽電子断
に、「診

射
用
層
療

性同位元素等廃止
放 射 性 同 位
撮影診療用放射性
用放射性同位元素

後の措置
元 素

同位元素
の」を「

届

診

「北海道知事
に、

保 健 所 長
」
療用放射性同位元素

様 を
」

又は陽電子

「 保健所長

断層撮影診療用

９

師

設
役
開
法

立者の委任状（別記７）
員の就任承諾書（別記８
設しようとする病院、診
第 条の４第２項の臨床

及び
）及
療所
研修

設
び
又
修

立代表者選任決議録の写
履歴書
は介護老人保健施設の管
了登録証（当該者が医療

し

理
法
者
等
となるべき者の医
の一部を改正する

放射性同位元素
別記第 号様
別記第 号様式

北海道知

の」に改める。
式を次のように改める。
（第 条関係）

医

事 様

療法人設

医療法人

立認可申請書
年

の設立代表者

月 日
備考 正

別
別
記第
記第

な

法
登
し

律
録

本２部、副本１部を提出する
お、正本１部は、法人の

号様式別記１中「評価格
号様式別記付表１を次の

控

」
よ

え

を
う

（平成 年法律第 号
を受けた者とみなされた

）附
者で
則
あ

こと。
として認可後返却される

「評価額」に改める。
に改める。

。

第８条の規定により医師
るときは医師免許証）又

法第
は歯

条の４第１項の
科医師免許証の写

医
ます
療法人
。

１
（ふ

医 療

を設立したいので、医療法第

り が な）

法 人 の 名 称

住 所
氏 名

電話番号
条第１項の規定によ

記

り、次のとおり申請し
借入先

別記付表１

借 入 借入 借入
年月日 金額 目的

年
利
率
％

返
済

負

済 未返 未返済額
額 済額 のうち法

人引継予
定額

１
た
済

月
り
額

債 明 細 書

当 最終 出資者
返 返済
年月

（金額単位：円）

２

３
診
施

主たる

開設し
療所又
設の名

添付書類
１ 定款又

事務所の所在地

ようとする病院、
は介護老人保健
称及び開設場所

は寄附行為

添
備
付書
考
類
こ
式

記第
中

に

「設
別
記４

計

金銭消費貸借契約書及
の様式は、借入金に係る

び
明
返
細

準じて作成すること。

号様式別記付表２中「診
立 総 会 決

療所
議

済明細書の写し
書であるので、その他の負債に

」の次に「、介護老人保
録」を「設 立

健施設

ついては、この様

」を加え、同様式別
決 議 録」

２
３
４
５
６
７

設立当
出資申
設立決
不動産
開設し
設立後

８ 設立者

初において医療法人
込書又は寄附申込書
議録（別記４）又は
その他の重要な財産
ようとする病院、診
２年間の事業計画及

に所
の写
設立
の権
療所
びこ

属すべ
し（別
意書
利の所
又は介
れに伴

の履歴書

き財産の財産目録
記２又は別記３）

属についての登記所
護老人保健施設の概
う予算書（別記６）

（別

、
要

記１）

銀行等
書（別

の証明書類
記５）

別
別記

記第
５

医

事

「又はに、
号様式別記５を次のよう

開設しようとする病
（ふ り が な）

療法人の名称

に

院、

改

診

務 所 所 在 地

診療所」を「、診療所又は介
める。

療所又は介護老人保健施設の

護老人保健施設」に改める。

概要書
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医

療

法

人

理

事

長

（ふ り が な）

氏 名

資 格 （ ）医

報 酬 年 額

資 産

師・

千

千

（ 年 月

（ ）歯科医師

円 理事数 人

円 監事数 人

日

（うち

生・ 歳）

理事長１名）

護

老

人

保

算

不

う ち 医 業 収 入

うち医業外収入

所有者土

地 面 積

千円 うち医業費用

千円 うち医業外費用

（うち賃

千円

千円

貸 ）

の

概

財

産

要 目

録
正

（ふ

名

負 債

内 容

千

資

負債内訳

味資産（ ）

り が な）

称

円 社員数 人

金 使 途 相 手 先

千円

金 額

千円

千円

健

施

設 動

の

概

要 産

名

所有者
建 構 造

各階床
面 積

（ ）一戸物
形 態

（ ）テナ

月額賃借料

称 の 由 来

建
ン

千

て
ト

円

（うち

（ 住居兼用 ・ 診療所
（ 階建の 階の一部・

（内訳

賃

専
全

貸 ）

用 ）
部を賃貸）

）

所
（ふ

管

病

病 床

診

開

理

床

療

設

開

設

し

よ

う

と

在 地
り が な）

者 氏 名

の 有 無 （ ）な

数 ・ 種 別 床（精神

科 目

年 月 日 年

職 種 定 員 常勤 非

し・

常勤

（

月

（ 年 月

）あり

・感染症 ・結核 ・一

日

計 ＋ 職 種 定 員

日

般

常勤

生・ 歳）

・療養 ）

非常勤 計 ＋

添付書
１ 開
主要

類
設
道

２ 敷
３ 建
４ 借
備考
１ 開
第４

地
物
受

設
条

し
路
ようとする病院、診療所又
が分かるもの）
図
平
不

年
に

（地積測量図であることが
面図（各階ごとに構造概要
動産がある場合は、賃貸借

月日は、現在開設している
基づく届出の開設年月日を

は介護老人保健施設周辺の概略

望
、
契

病
記

ましい。）
出入り口等が分かるもの）
約書の写し及び当該不動産

院又は診療所に係る医療法
入すること。

の

施

図（最寄りの駅、

登

行

記事項証明書

規則第３条又は

職す

る

病

院

・

診

療

員

診

診 療

医 師

歯 科 医 師

薬 剤 師

看 護 師

准 看 護 師

療 日

時 間

看護補助者

歯科衛生士

歯科技工士

事 務 職 員

合 計 人 人

２ 職
て記
３ 病
常勤

員
入
院
換

４ 介
の定
当た

別記第
別記６

護
員
り

欄
す
を
算

は、常勤と非常勤、職種別
ること。
開設しようとする場合には
後の人数を括弧書で記入す
老
を
患

号

人保健施設を開設しようと
記載すること。また、診療
者数、非常勤医師の勤務状

様式別記６を次のように改

に

、
る

分け、また、職種欄は、必

職員欄の定員を記載し、非
こと。

要

常

す
科
況

め

る場合は、病床数・種別欄
目、個人開設年月日、診療
の各欄については、記載を

る。

に
日
要

に

勤

応じ適宜増減し

職員については

入
、
し

所者及び通所者
診療時間、一日
ない。

所

又

は

介

１日
り患

予

当
者

総

入 院 人た
数 外 来 人

収 入

非常
の勤
勤
務
医師
状況

千円 総 費 用 千円

１ 事業
第
第
第

設立後２年
計
１
２

画
年度（ 年 月
年度（ 年 月

間

３年度（ 年 月

の事業計画及び予算書

日 年 月
日 年 月

日
日

日 年 月 日

）
）
）
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備考
１ 次に
額を記
施
医

掲
載
設
療

げる計画があるときは、当
すること。
設備（建物の増改築等）計
機器等の物品購入計画

該

画

計画の具体的な内容及び当該計画に係る予算
（支出）

科

医

目

業費用

金 額 積 算

（単位：千円）

内 訳

資
職
金
員
そ

２ 医療

２ 予算書

の
法

第１年

の借入れ及び債務の弁済計
採用計画

画

他医療法人の経営に関する
人の設立が年度の中途から

重
で

度（ 年 月 日

年間延患

要
あ
な計画
る場合は、第３年度も記載す

年 月 日）

者数 年間診療日数

ること。

一日平 患者
数（ ）

支

給与費
職員給料・手当
退職金
法定福利費

材料費
経費

賃借料
その他

委託費

別記付表のとおり
千
千
千
千

円
円
円
円

千
千
千

円
円
円

× 月
× 月
× 月
× 月
× 月
× 月
× 月

入

外

備考

（収入

科

院

来

一日

）

医業収
入

患 者 数

患 者 数

平 患者数は、小数

目

点

金

第２位

額

入
院収入

人

人

以下を切り捨てた数

積 算

を記

日

日

載する

内

人

人

こと。

（単位：千円）

訳

医
施

出
借
法

役員報酬
その他
業外費用
設整備費
施設整備費
医療機器購入費
入元金返済
人税等

別記付表のとおり
千円
千円

千円

× 月
× 月

× 月

収

外

そ
医業外

自費収入
社会保険等収入
室料差額収入

来収入
自費収入
社会保険等収入

の他
収入

平
平
平

平
平

円
円
円

円
円

×
×
×

×
×

年間
年間
年間

年間
年間

人
人
人

人
人

翌

第
（
２
と
第
（
備考

３
と

年度繰越金

計

年度（ 年 月
同様に記載すること。）
年度（ 年 月
同様に記載すること。）

日 年 月

日 年 月

日）

日）

入
借
拠
前

受
そ
入金
出金
年度

取利息
の他

繰越金

計

１
２
３

事
科
積

別記第

１ 役員

別記付表

業計画の各年度に対応し
目は必要に応じ適宜増減
算内訳でその方法が明示

て
し
さ

作
て
れ

号様式別記付表を次のように

報酬
役員報酬、職員

成すること。
作成すること。
ていない科目は、適宜記載する

改める。

給料及び職員手当明細書

こと。
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役 職 名

計

氏 名 月 額 支 給 額 年 総

円

支 給 額

円
は介

２ 常

老人保健施設の数
介護

診

時 勤 務 す る 医 師 （歯 科

護
人保健施設

療 所

師） の 数

老

医

箇所

箇所

人

２ 職

職

員給料

種

計

人 数 月 額 支 給 額 年 総

円

支 給 額

円

添付

備考
１

書

２

正
な
定

別記第 号

定款又は寄附行為に定め
の写し（原本と相違ない旨

２部、副本１部を提出する
、正本１部は、法人の控え
（寄附行為）変更認可申請

ら
の

類

様式（第 条の３関係）

本
お
款

た変更に関する手続を経た
事長の証明があるものに限

と。
して認可後返却される。
と同時に提出すること。

れ
理

こ
と
書

とを証する書類
。）

こ
る

３ 職
別記第
様式まで
別記第

員手
号
を次

当
様
の

号様式

（手当の種類ごとに積算
式の２から別記第 号様
ように改める。
（第 条の２関係）

理事

内
式
訳
の

数特例

及び年総支給額を記載す
４までを削り、別記第

認可申請書

るこ
号様
と
式

法人番号：

。）
から別記第 号 海北

医師
３第１

非医師等

知事 様

申請

理

者

は歯科医師以外の理事のうち
ただし書の規定により、次の

道

又
項

長選出認可申請書
法人番

主たる事務所の所在地
名称及び代表者の氏名

電話番号
ら理事長を選出したいので
おり申請します。

事

か
と

：
月 日

医療法第 条の

号
年

、

北

当
だし

海道知

法人
書の
に
規

なお、当

事 様

申請

２人（１人）の理事を置
定により、次のとおり申

者
主
名

くこ
請し
と
ま

法人が開設する病院、診療所又

たる事務所の所在地
称及び代表者の氏名

電話番号
としたいので、医療法第
す。

年

条

は介護老人保健施設の数並び

月 日

の２第１項た

に当法人に常

１

２

理

理
外の

住 所
事長就任予定者

氏 名

長を医師又は歯科医師以
事から選出する理由
事
理

記

時勤

１

務す

開設

る

す

医師（歯科医師）の数は

病
る病院、診療所又

、次のとおりです。
記

院 箇所

添付
１
２
の

書
理
理
理

３ 定

長就任予定者の履歴書
長就任予定者が就任を承諾
長の証明があるものに限る
又は寄附行為に定められた

し
。
変

類
事
事
事
款

ことを証する書類の写し

に関する手続を経たことを

（た
）
更

本と相違ない旨

する書類の写し

原

証
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（原本

正本
なお

と

２
、

備考

相違ない旨の理事長の

部、副本１部を提出
正本１部は、法人の

証明が

するこ
控えと

あ

と
し

るものに限る。）

。
て認可後返却される。

北海道知事 様

申請者
主たる事務所の所在地
名称及び代表者の氏名

別記第 号様式

北海道知

（第 条の４関係）

管理者理事就任

事 様

申請
主

者
名

免除認可申請書
法人番号：

年

たる事務所の所在地
称及び代表者の氏名

月 日

定
り申
款
請

変

（寄附行為）を変更した
します。

いの

更

で

内

電話番号
、医療法第 条第１項の

記

規定

容 変

により、次のとお

更 理 由

病
ので
院、診
、医療

１
者
理事に

療所又は介護老人保
法第 条第１項ただ

健施
し書
設の管
の規定

住加えない管理

氏

所

名

加
申
えない
請しま

電話番号
理者の一部を理事に
により、次のとおり
記

こととしたい
す。

添付
１
２

書
変
定
（原
３
４
更

新
新
を

類
更条項の新旧対照表
款又は寄附行為に定めら
本と相違ない旨の理事長

れた
の証

旧定款又は寄附行為
たに病院、診療所又は介
行おうとする場合は、次
新たに開設しようとする

護老
に掲
病院

変
明

人
げ
、

更に関する手続を経たこ
があるものに限る。）

とを

保健施設を開設する旨の
る書類
診療所又は介護老人保健

定

施

款

設

証する書類の写し

又は寄附行為の変

の概要書（別記第２
る
護

３
理

１の管
病院、
老人保

１の管
由

添付

考

書類
の

正本２備

理者が管理す 所在
診療所又は介

名健施設

理者を理事に加えな

地

称

い

定款又は寄附行為に
写し（原本と相違な

部、副本１部を提出

定め
い旨

す

られた
の理事

ること

変更に関する手続を
長の証明があるもの

。

経
に
たこと
限る。

を証する書類
）

き
を
の
医

６

号様式別記５の例により
新たに開設しようとする
者の医師法第 条の４第
改正する法律（平成 年

作成
病院
２項
法律

４第１項の登録を受けた
師免許証の写し
定款又は寄附行為の変更
の例により作成すること

者と

後２
。）

す
、
の
第
み

年

ること。）
診療所又は介護老人保健
臨床研修修了登録証（当
号）附則第８条の規

施
該
設
者

定に
なされた者であるときは

間の事業計画及び予算書

医

（

師

別

よ

の管理者となるべ
が医療法等の一部
り医師法第 条
免許証）又は歯科

記第 号様式別記

第

なお、

号様式別記

正本１部は、法人の

（第 条関係）

控えとし

定款（寄附行為

て認可後返却される

）変更認可申請書
法

。

人番号：
年 月 日

５
る
新
す
に
る
よ

６ 新

財産目録（新たに病院又
。）及び不動産の登記事
たに法第 条各号に掲げ
場合は、当該変更後２年
り作成すること。）

は
項証
る業

介

間の

たに基本財産の設定又は追加

明
務
事

を

護老人保健施設を開設
書
を行う旨の定款又は寄附
業計画及び予算書（別記

しよ

行為
第

行う旨の定款又は寄附行為の

うとする場合に限

の変更を行おうと
号様式別記６の例

変更を行おうとす
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る場合は
基本
し（原
基本
士又は

、次に掲げる書類
財産の取得が出資又は
本と相違ない旨の理事
財産が不動産である場
不動産鑑定士補による

寄
長
合
鑑

附に
の証
は、
定評

よ
明
当
価

る場合は、出資申込書
があるものに限る。）
該不動産の登記事項証
書。ただし、取得価格

又は寄

明書及
を評価

附申込書の写

び不動産鑑定
額とすること

備考 正

別記第 号

本１部、副本１部を提出する

様式（第 条関係）

こと。

が適当

備考 正本
なお

２
、

別記第 号様式

である場合は、その価格を証

部、副本１部を提出す
正本１部は、法人の控

ること
えとし

す

（第 条関係）

定款（寄附

る書類

。
て認可後返却される。

行為）変更届
法人番号：

北海道

決

知事 様

申請者

年度の決算について、医療法

算 届
法人番

主たる事務所の所在地
名称及び代表者の氏名

第
電話番号

条第１項の規定により、

号
年
：
月 日

次のとおり届け出

届け

海道

款

北

定
出ます
（

知

寄
。

事 様

申請

附行為）を変更したので

者

、医

主
名

療

たる事務所の所在地
称及び代表者の氏名

電話番号
法第 条第３項の規定に

年

より

記

月 日

、次のとおり

ます。

備考
１ 正本

添付書類
１
２
３

１部、副本１部を提出するこ

記

財産目録
貸借対照表
損益計算書

と。

１
該
○

２

変
当
印

変

す
を

更
る
付

更

３ 変 更

事 項 （ ）事務所
部分に

変更前すこと。

変更後

理 由

所在

年 月 日

地・（ ）公告方法 ２ 毎会

別記第 号

北海

計年度の終了後２月以内に提

様式（第 条関係）

医

道知事 様

療法

出すること。

人解散認可申請書
法

主たる事務所の所在地

人番号：
年 月 日

添付
１
２
（
３

書類
変更
定款
原本
新旧

条
又
と
定

項の新旧対照表
は寄附行為に定められた
相違ない旨の理事長の証
款又は寄附行為

変
明
更
が
に
あ
関する手続を経たことを
るものに限る。）

証する書類の写し 医療
ます。

法人を解散したいので、

申請

医療

者

法

名称及び代表者の氏名
電話番号

第 条第３項の規定により、

記

次のとおり申請し
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１ 解
該当す
○印を

散 事 由 （
る部分に

（付すこと。

）

）

法第
〔目的
法第

条第１項第２号該当
たる業務の成功の不
条第１項第３号該当

能〕
〔総会の決議〕

１ 解
該
○
当す
印を

（ ）散 事 由
る部分に

（ ）
付すこと。 （ ）

法
〔
法
法

第
定款
第
第

条第１項第１号該当
をもって定めた解散事由
条第１項第５号該当〔社
条第２項第１号該当

の
員
発生
の欠
〕
亡〕

２
て
院

開設し
いる病
、診療
所
護
健

又は介
老人保
施設

所 在 地

名 称

管理者氏名

診 療 科 名

開 設 許 可 年

廃 止 年

月 日

月 日

２
た
人

３
て

解
医

開
い

〔

所 在 地

名 称

理事長氏名

所 在 地

名 称

散し
療法

設し
た病

行為をもって定めた解散事寄附 発生〕由の

添付
１
２

書類
理由書
定款又
（
３
４

原本と
財産目
残余財

考 正本２備

は寄附行為に定められた変更に
相違ない旨の理事長
録及び貸借対照表
産の処分に関する事

の証

項を

明があ

記載し

部、副本１部を提出すること

関する手続を経たことを証す
るものに限る。）

た書類

。

る書類の写し

院、
所又
護
健

４

添

老
施

解

付

診 療 科 名
診療
は介
人保
設

散

書類

開 設 許 可

廃 止

年 月 日

解散事由を証する書類

年

年

年

月 日

月 日

月 日

第

なお、

号様式別記

北海道知

正本１部は、法人の

（第 条関係）

控えとし

事 様

医療法

て認可後返却される。

人解散届
法人番号：

年 月 日

備考 正

別記第
別記第 号

部、副本１部を提出する本１

号様式の２を削り、別記第
様式（第 条関係）

残余財産処

。こと

号様式の次に次の５様式を加え

分（帰属）認可申請書
法人番

る。

号
年
：
月 日

医療法人
す。

を解散したので、医

清

療法

算人

第 条

氏 名
電話番号
第５項の規定により、次のと

記

住 所

おり届け出ま

北

残
次の

海

余
と

道知事 様

財
お

清

産の処分（帰属）について
り申請します。

算

、

人

医

住 所
氏 名
電話番号

療法第 条第２項又は第３

記

項の規定により、
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１
医
解散し
療法人

所 在 地た

名 称

種 別 金額又は評価額 処分方法又は帰属先

１ 合

２ 合
法人

所在地
の各医療法人

名 称

存続する医療 所在地
合併によって

併前

併
又
後
は

２ 残

添付

備考
１ 正

書類

本２部

余 財 産

計

を証

と

す

。

総社員の同意を得たこと

、副本１部を提出するこ

円

る書類

設立

添付書
１ 理
２ 法
３ 合
限る
４ 合
選任

名 称医療法人

条第１項又は第３項の手続
約書の写し（原本と相違な

よって医療法人を設立する
た者であることを証する書

する

書

契
）
に
れ

類
由
第
併
。
併
さ

たことを証する書類
の各医療法人の理事長の

においては、申請者が各

を
い
経
旨

場
類
合

あるものにが

法人において

明

療

証

医

な
２ ２
べき
３ 総

お、
の事
財産
社員

正
項
の
の

付す
４ 申
理事

別記第

るこ
請者

と
は

とす

号様

る

式

本１部は、法人の控えと
種別の欄は、別記第 号
財産目録の種別に準じて
同意を得たことを証する

し
様
記
書

て
式
載
類

。
、社団たる医療法人にあ
こと。

（第 条関係）

って

認可後返却される。
別記１の設立当初におい
すること。
は、社団たる医療法人を

は清算人とし、財団たる

て医

解散

療

し

医療法

法人に所属す

た場合のみ添

人にあっては

５ 合
６ 合
７ 合
８ 合

る

こ

存続する医療法人又は合併
の各医療法人の定款又は寄
の各医療法人の財産目録及
存続する医療法人又は合併
後２年間の事業計画及び予
。）
に就任する役員の就任承諾
）の写し（原本と相違ない

後
前
前
後
併
と
た
。

併
併
併
併
合
こ
新
と

って設立する医療法人の
為
借対照表
って設立する医療法人に
（別記第 号様式別記６

（別記第 号様式別記８の
理事長の証明があるもの

に
附
よ
行

び
に
算

貸
よ
書

書
旨の

は寄附行為

の次の書類
より作成す

又

て
に

よ
る
り作成する
。）及び履

款

い
例

に
限

定

つ
の

例
に

北海道知

医療法人合

事 様

申請者

主たる
名称

主た

及

る

併認可申請書
法人番号

年
：

事務所の所在地
び代表者の氏名
電話番号
事務所の所在地

月 日

歴

医
す
１
許

他

しようとする病院、診療所
第 条の４第２項の臨床研
律（平成 年法律第 号
登録を受けた者とみなされ
写し
目録（別記第 号様式別記
要な財産の権利の所属につ

設
法
法
の
の
産
重

書
開
師
る
項
証
財
の

介護老人保健施設の管理
了登録証（当該者が医療
則第８条の規定により医師
であるときは医師免許証

例により作成すること。
の登記所、銀行等の証明

又
修
は
修

た
附
者

１
い
の
て

）

るべき者の
一部を改正
条の４第
歯科医師免

な
の
第
は

び不動産その

と
等
法
又

及
類

者
法

）

）
書

医
ます
療法
。
人を合併したいので、医療

名称

法第

及び代表者の氏名
電話番号
条第４項の規定により、次の

記

とおり申請し

備考
１ 正本
なお

２ 申請
法人を
者が共

、副本１部を提出するこ
本１部は、法人の控えと
合併しようとする各医療
する場合にあっては、法
て行うこと。

２
、
部
正
は
設
同

、
立
し

認可後返却される。
の連名によること。ただし
条の規定により各医療法人

。
て
人

と
し
法
第

併により医療
いて選任した

、
に
合
お
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別記第 号様式（第 条の２関係）

特別代理人選任請求書
法人番号：

登 記 届
法人番号：

年 月 日

北海道知

特
より
別代理
、次の

事 様

人を選任したいので
とおり請求します。

申請

、医

主
者
名

療法第

年

たる事務所の所在地
称及び代表者の氏名

電話番号
条において準用す

記

る民法第

月 日

条の規定に

北海

登
す。
記

道知事 様

を完了したので、医療法

（

申請

施行

）

者

令

主たる事務所の所在地
名称及び代表者の氏名

電話番号
第５条の７の規定により

記

年 月 日 第 号指

、

令に

次

よ

のとおり届け出ま

る認可事項

１
に
べ

２

特別代
選任さ
き者

代 理

住 所
理人
れる 氏 名

生年月日

権 の 範 囲

年 月 日

１ 登

２

添

考

該
○

登

付

備

記 事 項
（ ）理当する部分に （

印を付すこと。 （

記 年 月 日

書類 登記事項証明書

）
）
資
そ

事長の変更
産総額の変更
の他（

年 月 日

）

３ 選任を

添付
１
総
る
２

書類
特別代
会（理
。）
特別代

必要とする理由

理人に与える代理権
事会）の議事録の写

理人に選任されるべ

の範
し

き者

囲及び
（原本と

の就任

その代理行為を承認
相違ない旨の理事長

承諾書の写し（原本

す
の

と

る旨を
証明が

相違な

議決した社員
あるものに限

い旨の理事長

正本１
２ 登
年
記

別記第 号

１部、副本１部を提出するこ
事項が知事の認可を受け
月 日（記号）第

た
号
も
指

様式（第 条の２関係）

役

と。
のである場合の登記事項
令による認可事項」とす

の記
るこ
載
と

員 変 更 届
法人番

は、「
。

号：
年 月 日

の証明が
３ 特別代
あ

考

第

る場合

正本１

号様式

備

別記

あるものに限る。）
理人の選任を必要と
は、当該取引に係る

部、副本１部を提出

（第 条関係）

及び履歴書
する理由が
不動

す

産の登

ること

、医療法人と理事長
記事項証明書

。

との間の不動産取引で
海

員

北

役

１ 新

道

を

知事 様

申請

変更したので、医療法施行

者

令

旧役員名簿

第

主たる事務所の所在地
名称及び代表者の氏名

電話番号
５条の８の規定により次の
記

とおり届け出ます。

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



役職名
旧 役

氏 名 退任年月

員 新 役

日 氏 名 就任

員

年月日

２ この規
れらの行
による改
なお従前
３ この規

施行の際現にされている則の
為
正
の
則

に
後
例
の

係る事務を行うべき者が
の医療法施行細則（以下
による。
施行の際現にこの規則に

の他の行為でこの規則の申請そ
異
「

よ

なる
改正

る改

こととなるものの処理に
後の規則」という。）の

正前の医療法施行細則の

の日においてこ施行
つ
規

規

い
定

定

ては、この規則
にかかわらず、

に基づいて作成

２

注

役員
理事
監事
変更

定

の

数
名以上 名以内（
名以上 名以内

ない役員も全員記載し、

内訳

変更する者を太字等で分かりやすく

）

表示すること。

されてい
な調整を

介護保険
平成

北海道規則

介護

紙がある場合においては
使用することを妨げない

行細則の一部を改正する

る用
し

法

て

施
年

第

保

３

険

月 日

号

法施行細則の一部を改正

後の規則の規定にかかわ

ここに公布する。

、改正
。

規則を

する規

北海道知事

則

、当分の間必要らず

高 橋 はるみ

添付書
１ 定
（原
２ 新

類
款又は
本と
たに
相
就

と。
３ 役
４ 役
５ 役
６ 理

）の
員が
員が
員が
事長

写
辞
死
そ
又

寄附行為に定められた
違ない旨の理事長の証明
任した役員の就任承諾

変更に
が
書
あ
（別

し（原本と相違ない旨の
任した場合にあっては、
亡した場合にあっては、
の氏名を変更した場合に
は管理者たる理事が就任

理
当
当
あ
し

事
該
該
っ
た

関する手続を経たことを
るものに限る。）
記第 号様式別記８の例

証す

によ
長の証明があるものに限
役員の辞任届の写し
役員の死亡を証する書類
ては、当該変更を証する
場合にあっては、当該理

る。

書類
事長

）

又

介護保険
第１条中
削る。
第３条中
に改める。
第４条の
同条中「並
条の にお
第５条中

る書類の写し

り作成するこ
及び履歴書

（戸籍抄本等）
は理事の医師

行細則（平成 年北海道
介護保険法施行法（平成

しくは第 条第１項」を

法施
「、

「若

見
び
い

出
に
て
「及

し中「指定居宅サービス
施行法第４条ただし書及
準用する場合を含む。）
び第 条」を「、第 条

号）の一部を次のよう
法律第 号。以下「施行

第 条第１項若しくは第

規則第
９年

「、

事
び
」
及

業者
第
に改
び第

」を「指定居宅サービス
５条ただし書」を「（これ
める。
条の５」に改める。

正する。
という。）」を

条の２第１項」

に改
法」

事
ら
業
の
者等」に改め、
規定を法第

免許
修修
７ 理
備考

証
了登
事長

（当
録
が

１ 正
２ ２
るこ
こと
３ 新

本１
の事
とと
。
たに

部
項
し

就

該理事が臨床研修修了医
証）又は歯科医師免許証
就任した場合にあっては

師
の
、

で
写
当

、副本１部を提出するこ
の役員定数については、
、内訳欄には、理事長、

任する役員が社員総会又

と
定
常

は

。
款
務

理

あるときは医師法第 条
し
該理事長の印鑑登録証明

の４

書

第

又は寄附行為に定められ
理事、理事等の役職名ご

事会に出席し、当該社員

た役
との

総会

員
定

又

第６条第
項、第 条
条の７第４
又は」を
る事務所の
設者の氏名
介護予防サ

命令

２項の臨床研

定数を記載す
数を記載する

は理事会の議

中「第 条、第 条、第
第４項、第 条の２第４
規定による」に改め、同
くは指定介護予防サービ

１
の
項
「若

項
２
の
し
所
」
ー
の

在
に
ビ
年

地並びに代表者の氏名及
改め、同項第３号中「又
ス事業」に改め、同項第
月日及び内容

及び第 条に規定する」
第 条第４項、第 条の
号中「又は介護保険施設
者又は介護保険施設の」

項
項
ス

条
、
第２
事業

び
は
４

住所
居宅
号を

」を削り、「開設者の氏
介護支援事業」を「、居
次のように改める。

第 条の２第４
４項及び第
定に係る申請者
め、「及び主た

を
２
の
に

「
第
指
改

名
宅
及
介
び住所」を「開
護支援事業又は

事録
ては
４ 役
な

附

に就
、就
職名
お、

任
任
が
監

則

１ この規則は

を承諾した旨の記載があ
承諾書の添付を省略する
変更になった場合も届け
事を退任し理事に就任す

り
こ
出
る

、
と
る
場

、平成 年４月１日から施行

当該役員が当該議事録に
ができる。
こと。
合は、履歴書を省略する

署名

こと

し

が

する。

第６条第
条」
しく
を
は許
「第
可

項の
２
次に次
法第

た場合にあっ

できる。

第５号を削り、同条第２１項
条第１項若しくは第

の効力を停止した」に改
の３項を加える。
条及び第 条の９の規

め
条
、

定によ

「に規定する許可」を「の項中
の 第６項」に、「取り
同項後段を削り、同項を

消し
同条
た
第

る公示は、次に掲げる事項に

」に、「第許可
」を「取り消し、若
５項とし、同条第１

ついて行うものとす
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る。
介
指
条

護保険
定居宅
第１項

事業者番号
サービス事業者（
本文の指定を取り

法第
消さ

条第
れた者

１項又は第 条の
を含む。）又は指定

第
介
６項の
護予防

規定により法第
サービス事業者

別
「

許
記第
介護
介

可
２
保
護

若しくは許可の取消しの
号様式中
険法第７１条第１項ただ
保険法施行法第４条

年

し
た

月

書
だ

日又は許可の効力の停止

（第７２条第１項ただし
し書（第５条ただし

の年

書）
書）

月

の

日、範囲及び期間

規定により、次のと

（法
を取
病院

第
り消さ
、診療
居
指
宅サー
定若し

３

指
サー
法第

定、指
ビスの
条の

条の８第１項又は第
れた者を含む。）の
所又は薬局であると
ビス事業又は介護予
くは指定の取消しの

名
き

条の
称（当
は、開
防
年
サービ
月日又

定の取消し又は指定
種類
規定による公示は、

の

次

効力の

に掲げ

第６項の規定により
該指定に係る事業所
設者の氏名）
ス事業を行う事業所
は指定の効力の停止

法第
が法

条第
人以外

の名
の年
称及び
月日、

停止に係る指定居宅

る事項について行う

サー

もの

ビス又

とする

１項本文の指定
の者の開設する

所在地
範囲及び期間
は指定介護予防

。

お
を
「

り指定

介護保
用
の
に、
「

する
規定
第
に

を不要とする旨申し出ま

険法第 条第１項ただし

す。

書（
条第１項ただし書・第
より指定を不要とする旨

１

申

訪問

条
し

看

第 条第１項ただし書・第
の において準用する第
出ます。

護

条

」

条の において準
第１項ただし書）

」

前
指
条
外の

項第１
定居宅
第１項
者の開
居宅介護

４ 法第
介
指

条及
護保険
定介護

号及び第４号に掲げ
介護支援事業者（
の指定を取り消され
設する病院、診療所
支援事業を行う事業

る
法第
た
又

事項
条第

者を含
は薬局
所の名称

び第 条の規定に
事業者番号
老人福祉施設又は指

よる

定

公示は

介護療

１項又は第 条の
む。）の名称（当該
であるときは、開設
及び所在地

第
指定
者の

６項の
に係る
氏名）

、次に掲げる事項に

養型医療施設の開設

つ

者

いて行

（法第

規定により法第
事業所が法人以

うものとする。

条の規定により

申出

の種

「

２
に係る居宅サービス

３
類

４

訪問リ

居宅

通所

療

リ

５

１

２

短期

訪問

介護

入

看

予

ハビリテーション

養管理指導

ハビリテーション

所療養介護

護

防訪問看護

を

」

法第
規定
第
規定

条第
により
条第１
により

に係る施設
名）
介
指
護老人
定、指

１項第１号の指定
法第 条第１項第
項第３号の指定を辞
法第 条第１項第３
が法人以外の者の開

を辞
１号
退
号

退した
の指定
した者
の指定
設する病

福祉施設又は介護療
定の辞退若しくは指

養
定
型医療
の取消

者、法第 条第１項
を取り消された者、
及び法第 条第１項
を取り消された者を
院、診療所又は薬局

又は
法第
又
含む

第
条

は第
。）の

であるとき

施設の名称及び所在
しの年月日又は指定

地
の効力の停

条の 第６項の
の規定により法
条の 第６項の
名称（当該指定
は、開設者の氏

止の年月日、範

申出に

介護予

３

４

係る居宅サービス・ ５

訪問リ

介護

居宅

予

療

防サービスの種類 ６

７

８

９

介護

通所

介護

短期

予

リ

予

入

ハビリテーション

防訪問リハビリテーション

養管理指導

防居宅療養管理指導

ハビリテーション

防通所リハビリテーション

所療養介護

に改め、

囲及
６条
前項
介

び期間
に次の
に規定
護保険
介
１項
護老人
の許可

第
６

介護老人

１項を加える。
する公示は、次に掲
事業者番号
保健施設（法第
を取り消された施設

げる事項

条第
を
１項又
含む。

保健施設の名称及び所在地

について行うものと

は第 条の 第６
次号において同じ。

する。

項の
）の
規定に
開設者

より法第 条第
の名称

同様
別
式末
記第
尾
３

条（第 条

欄外備考の事項中「居宅
号様式中「第７５条（第

介護予

サ
８
ー
２

・第 条・第 条・第 条・

防短期入所療養介護

ビス」の次に「又は介護
条・第８９条・第９９条

予防
・第
サ
１

第 条の５）」に、

」
ービス」を加える。
１１条）」を「第
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「

内容を変更した

「

事業所（施設）

介護保険事業者番号

名 称

所在地

を

」

める。
別記第

「
５号様式中

名

介

称

護保険事業者番号

内容を

「代表者
「 備品

変更

（開

（訪問

した

設

入浴

「 備品
限る。
（訪問入浴
）

事業所（施設）

者）の氏名」を「代表者

介護事業に限る。）

介護事業及び介護予防訪問入浴介護

介護

（

保険

開

事業に

事業者番号

名 称

所在地

設者）の氏名、生年月日

を」

」に、

に、「管理者の氏名」
」

を「管

に、

」

理者の氏名、生

指定

を
「

を

指定を

辞退する施設
所

介

名

在

護

辞退する施設

地

保険事業者番号

称

」

年月日」
「

併

「
併
役
介

に、

設施

設施
員の
護支

設の

設の
氏名
援専

改める。
別記第４号様

状況等

状況等
、生年月日及び住所
門員の氏名及びその登録番号

式中

を」

に

」

に改める
別記第
「

申 請

。
６号

所

様式中

に 係 る 施 設

在地

介護保険事業者番号

名 称

」

を

「

廃 止

「

（休 止

名

・ 再 開） を す る 事 業 所 所

介

称

在地

護

介

名

護保険事

称

保険事業者番号

業者番号

を

」

「

申 請

る。

に

介護保

係 る 施 設

険

所在

事

名

所在

地

業者番号

称

地

」

に改め

」

廃 止

廃止

（休

（休止

止

・

・ 再 開） を す る 事 業 所 所

再開）をするサービスの種類

在地 に改

」

別記第７
「

号様式中

名 称

指定事業者番号
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申 請 に

を

係 る 施 設
所在地

」

を
「

介護保険事業者番号

名 称

「

申 請 に

に改める。
別記第８号様

係 る 施 設

介

名

所在

護保険

称

地

式中

事業者番号

」

当該
施設
申
の

に改める
附

。

１ この規

申請に係る施設

請に係る施設の指定介護療
類型

養型医

則

則は、平成 年４月１日から

所在地

１ 療養型病床群を
療

２ 療養型病床群を
３ 老人性認知症疾

有する
有す
患療
る
養

施行する。

病院
診療所
病棟を有する病院

」

「

許可を受け

を
「

ようとする広告事項

指

介護保険

定事業者番号

事業者番号

」

２
作
の

この
成さ
規
れ

規定に

北

北海

海道
平成

道規

身

則

則の施行の際現にこの規
ている用紙がある場合に
かかわらず、当分の間必

則
お
に
い

要な

体障害者更生援護施設条
年３月 日

第 号

例施

よる改正前の介護保険法
ては、この規則による改
調整をして使用すること

施行
正後
細
の

を妨げ

行規則の一部を改正する

北海

規則

道知

を

事

則の規定に基づいて
介護保険法施行細則
ない。

ここに公布する。

高 橋 はるみ

に改
別

許可

める

を受け

。
記第９号様

「

ようとする広告事項

式中

介護保険事業者番号

名 称

」

北
のよ
第

北
海道
うに

海
身
改

２条及
（入所
条

いて
施設

対
北
身
支

第２

お
生

道身体障害者更生援護施
体障害者更生援護施設
正する。
び第３条を次のように改

設
条例
条
施

める
者）
海道立身体障害者リハビ
体障害者福祉法（昭和
援を受けることができる

リ
年
者

テ
法
は

例施行規則の一部を改正
行規則（昭和 年北海道

。

する
規則
規
第

ーションセンター（以下
律第 号）第５条第３
、肢体不自由者若しくは

「セ
項に
心臓

ン
規
、

則
号）の一部を次

ター」という。）に
定する身体障害者更
じん臓、呼吸器、ぼ

当該
施設
申請に
の類型

申請に係る施設

係る施設の指定介護療養型医療

所在地

１ 療養型病床群を
２ 療養型病床群を
３ 老人性認知症疾

有す
有す
患療

る病院
る診療
養病棟

４ 介護力強化病棟

所
を有する病院

」

う
程
を
受
生

こう
を経
含む

、
た
。

けて
施設
い
支

託された
２ センタ

直腸若しくは小腸の機能
結核回復者であって別表
）であって同法第 条の
るもの（当該決定に係る
援を受ける者に限る。）

に
の
障
結
第

同
又
条
は

者とする。
ーにおいて障害者自立支援法

害のある者（療養所、病
核治癒判定基準による臨
２項の規定による施設訓
第３項第１号の期間の範
同法第 条第３項の規定

院又
床的
練等

は
治
支

囲内
によ
に
る

（平成 年法律第 号）第５

居宅において療養過
癒と認められるもの
援費の支給の決定を
おいて身体障害者更
措置として入所を委

条第８項に規定する

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



短期入
って障
いるも
支給決

所を受
害者自
の（当
定の有

和 年法律第

けることができる者は
立支援法第 条第１項
該決定に係る同法第
効期間の範囲内におい

、身体
の規定
条第４
て短期

号）第 条の４に規定する

障害者福祉法第４条に規
による介護給付費を支給
項に規定する支給量及び
入所を受ける者に限る。

定する
する旨
同法第
）又は

者のうち同条の規定により児

身体障害者であ
の決定を受けて
条に規定する
児童福祉法（昭
童相談所長が短

育センタ
第
者は、
保護者
受けて

号
児
が
い

ー（以下「センター」と総称
。
童
当
る

以下「法」
福祉法（昭
該障害児に
もの（当該

という。）第５
和 年法律第
係る法第 条第
決定に係る法第

条
する。）において障害者自立支
第
号
１

８項に規定
）第４条第
項の規定に
条第４項に

する短期入所
２項に規定す
よる介護給付費
規定する支給量

を
る
を
及

援法（平成 年法律
受
障
支
び

けることが
害児であっ
給する旨の
法第 条に

できる
てその
決定を
規定す

する旨
同法第
る。）
（入所

期入所
の保護

を利
者が
の決

とす
定員

条
定

る
）

用
認

第３条

第４条
セン
中「

タ
更

を受けているもの（当該
に規定する支給決定の有
。

することが適当であると
定児童に係る障害者自立

認
支
め
援
決定
効期

ーの入所定員は、 人と
生援護施設」を「センタ

す
ー
る
」

に係る同法第 条第４項
間の範囲内において短期

た者（以下「認定児童」
法第 条第１項の規定に

とい
よる
に規
入所
定

う
介

。
に改める。

する支給量及び
を受ける者に限

。）であってそ
護給付費を支給

る支給
第５条
セン
知書に

決
第
タ
よ

本則に
（費用
第６条

ができ

次
）
利
る

定の有効期間
１
ー
り

項を次のよ
において短
使用料を納

の範囲内におい
うに改める。
期入所を受ける
付しなければな

の

用
。

１条を加え

者からは、

る。

法第 条第１項

て短期入所を

者
ら
（次条にお
ない。

受ける者に限る

いて「利用者」

。

と

に規定する特定費用に相当する

）とする。

いう。）は、納入通

実費を徴収すること

第６条

者」と
第７条中
第８条を

第６条
（使用

を次
料の
セン
いう
「前
第９

タ
。
条
条

の
納

（費用
第８条

１項に

）
利用
規定
者
す

ーにおいて身体障害者
）は、納入通知書により
に規定する者」を「利用
とし、第７条の次に次の

ように改める。
付）

更生
使
者
１

用
」
条

施

からは、身体障害者福祉
る特定費用に相当する実

法
費
第
を

設支援又は短期入所を
料を納付しなければなら
に改め、「当該入所に係
を加える。

受ける
ない
る」
。
を

条の 第１項又は障害
徴収することができる。

者自立

者（以下「利用

削る。

支援法第 条第

附

この規

身体障

則

害
規則をここ
平成

北海道規

身
則

体

則

は

者

、平成 年

福祉法に基
に公布する。

４月１日から施

づく指定居宅支

年

第

障

３月 日

号

害者福祉法に基づく指定居

行

援

する。

事業者等の指定等に関する規

宅支援事業者

北海道知

等の指定等に関

事

す

則の一部を改正する

る

高 橋 は

規則の一部

るみ

を改正

北海道
平成

附

この規
則

則は

立児
年
童
３

、

北海道規

北
則第

海道立

福祉施設条例施行規則の
月 日

平成 年４月１日から施行す

一部

号

児童福祉施設条例施行規則の

を改正する規則をここに

る。

公布す

北海道知

一部を改正する規則

事 高

る。

橋 はるみ

す
身体障
規則第

る
害
号

題名中
第１条
第２条
（指定
第２条

中
を
身
法

規
者
）

則
福祉法に基
の一部を次

「指定居宅支援

づく指定居宅支
のように改正す
事業者等」を「

次
体
第

「第 条の４
のように改
障害者更生
条の 第

第１項に規定す
める。
施設等の指定の
１項の申請は、

援
る
事業者等の
。

指定身体障害

指定等に関する規

者更生施設等」に
る

申
別

指定居宅支

請）
記第１号様

援事業者及び法

式の指定身体障

」

害

則（平成 年

改める。

北海道

を

者

削る。

更生施設等指定申

第２条
（短期
第２条

北海道
正する。

立児

を次
入所
北海

の
対
道

童

ように改める。
者）
立札幌肢体不自由児総合

福祉施設条例施行規則（昭和

療育センター又は北海道立旭

年北海道規則第 号）の一

川肢体

部

不自由児総合療

を次のように改 請書に
第３条
第４条
の の規

よ
中
の
定

出並びに」

ってしなけれ

見
に

「第 条の
出しを「
よる事業所

ばならない。
第１項又は」及

（設置者の住所等
の名称及び所在

を削り、同条第２項を削る。

び
の
地

「事業所又
変更の届出
その他厚生

は」を削る。
）」に改め、同
労働省令で定め

条
る
第
事
１項中「法
項の変更に

第 条
係る届

北 海 道 公 報 号外第 号平成 年３月 日（金曜日）



第５条
指
施設
設等

中
定身
等の
の指

「第
体
指
定

条の 及び」を削り
障害者更生施設等の設
定を辞退した者及び法
を取り消された者を含

、同
置者
第
む。

条
（
条
）

２号及び第３号を次の
第 条の の規定によ
第１項の規定により
名称及び主たる事務所

よう
り指
指定
の所

に
定
身
在

第
法
の
の

改める。
身体障害者更生
体障害者更生施
地並びに代表者

定
を
受
施

け
よ 同

の 設 置 の 場 所 （郵便設

所在地において行う 実施一

号 ）

他法において

番

始予定 実施開
に指定既

の氏
身
名及
体障
び
害

第５条
第６条
別記第

第４
中
１号

号
「別
様

別記第１号様式

住所
者更生施設等の種類、名称及
中「、事業の廃止」を
記第４号様式」を「別
式及び別記第２号様式

削り
記第
を次

、
３
の

（第２条関係）

所在地
条第５号を削る。
様式」に改める。
うに改める。

び
同
号
よ

受付番号

う 事
と
す
る
施
設

指
定
施
設
支
援

事

業 等 の 種 類 事業

身体障害者更生施設

身体障害者療護施設

特定身体障害者授産
施設

所 番 号業

を受け
月 日 事業

ている

法律の名称

（
る
既
場

年
業等 備考
定年月日

指定を受けてい
）

事

指

に
合

北海

身体

道知事

障害者
次のとおり関

指定身体

様

福祉法第 条の 第
係書類を添えて申請

障

申

１

害者更

請書

項の規
します。

生施設等指定申請書

所 在 地
名 称
代表者氏名
定により、施設に係る指

年

定を受

月 日

けたいので、

備考
１
２

３

４

５

人」

の名

受け

「受
「法
、
「法
称
「同
て
「事
ている

番号」及び「施設所在
の種別」欄は、「社会
「株式会社」等の別を記
所轄庁」欄は、設置者
記入してください。
所在地において行う事
るものについて、該当
所番号」欄は、指定身

地
福
入
が

業
欄

市
祉
し
認

等
に

体障
合には、その番号を記入し

付
人

人
を
一
い
業
場

村番号」欄は、記入し
人」、「医療法人」、
ください。
等を受けた法人である

種類」欄は、今回申請
○」を記入してくださ
者更生施設等として既

ない
「社

場合

する
い。

で
団

は

も

に事業
ください。複数の事業所番号

「

町
法
て
可

の

害
て

ださい。
人」、「財団法

その主務行政庁

及び既に指定を

番号が付番され
有する場合には、

く
法

、

の

所
を

設

置

フ

名

主たる

連

法 人

リ ガ ナ

称

事務所の所在地

絡 先

施

（郵

電話

設所在

便番号

番号

の 種 別

地市町村番号

）

番号

法人所轄庁

適宜様
別記第２

北海

号

道

を補正して、そのすべてを式
様

知

式（第４条関係）
変 更

事 様

入してください。記

届 出 書

所 在 地
名 称
代表者氏名

年 月 日

者

指

代 表

代 表

フ

名

者 の 職 ・ 氏 名

者 の 住 所

リ ガ ナ

称

職名

（郵便番号

フ

氏

）

リ ガ ナ

名

身体
したの

障
で

指定
し
内
た

害
届
者福祉法第 条の の規定
け出ます。

事 業 所 番 号

名 称
容を変更

所 在 地
施 設

により、指定を受けた内容を次のとおり変更しま
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変

施設

施設

の

の

１

２

サービスの種類

更 が あ っ た 事

名称

設置の場所

項 変 更

（変更前）

の 内 容

知的障害
規則をここ
平成

北海道規則

者
に
年

第

福
公
３

祉法に基づく指定居宅支
布する。
月 日

号

援事業者等の指定等に関する規

北海道知事

則の

高

一部を改正する

橋 はるみ

設置

主た

者

る

３

４

５

６

７

代表者

定款
又は
もの

施設

、
条
に

の

８ 施設の

の名称

事務所の所在地

の氏名及び住所

寄附行為等及びその登記
例等（当該指定に係る事
限る。）

平面図、設備の概要等

事項
業に
証
関

管理者の氏名、住所等

明書
する

（変更後）

知的
する

知的障害
規則第 号
題名中
第１条中
第２条を
（指定知

者福祉法に基づく指定居

祉法に基づく指定居宅支

障害
規
者
則
福
）
「指

次
的

の
定
「第
の
障

一部を次のように改正す
居宅支援事業者等」を「
条の５第１項に規定す
ように改める。
害者更生施設等の指定の

援事業者等の指定等に関す

業者等の指定等に関する規

宅支

援事
る
指
る

申

。
定
指

請

知的障害者更生施設等」に
定居宅支援事業者及び法」

）

則の一部を改正

平成 年北海道

る規

則（

改
を
め
削
る。
る。

９ 運営規

施設訓

協力
該協

当該

併設

変

医
力

申

施

程

練等支援費の請求に関す

療機関の名称及び診療科
医療機関との契約内容

請に係る事業の開始予定

設がある場合の当該併設

更 年 月

る事

名並

年月

施設

日

項

び

日

の

に当

概要

年 月 日

第２条 法
請書によ
第３条中
第４条の
の の規定
出並びに」
第５条中
指定
施設等

条の 第１項の申請は、
しなければならない。
条の 第１項又は」及

第
って
「第
見
に
を

知
の

出
よ
削
「第
的
指

しを「（設置者の住所等
る事業所の名称及び所在
り、同条第２項を削る。
条の 及び」を削り、

障害者更生施設等の設置
定を辞退した者及び法第

第１号様式の指定知的障害

事業所又は」を削る。

別記

び「
の
地

同
者

変
そ

条
（
条

更の届出）」に改め、同条
の他厚生労働省令で定める

第２号及び第３号を次のよ
法第 条の の規定により
の 第１項の規定により指

生施設等指定申者更

第
事

う
指
定

１
項

に
定
知

項中「法第 条
の変更に係る届

改める。
知的障害者更生
的障害者更生施

備考
１ 該
２ 変

当項
更内

目
容

３ 変

別記第
附

１ この
２ この

更の

３号
則

規則
規則

日

様

は
の

番号に○を付してくださ
が分かる書類を添付して

い
く
。
だ

から 日以内に届け出て

式を削り、別記第４号様

、平成 年４月１日から
施行の際現にこの規則に

く

式

施
よ

だ

を

行
る

さい。
さい。

別記第３号様式とする。

する。
改正前の身体障害者福祉法に基づく指定居宅支

設等の
び住所
知的

第５条第
第６条中
別記第１
別記第１号

を取り消された者を含む指定

障
４

号

害
号
「別
様

者更生施設等の種類、名
中「、事業の廃止」を削
記第４号様式」を「別記
式及び別記第２号様式を

様式（第２条関係）

の名称及び主たる事務所並。）

称
り
第
次

及
、
３
の

び所在地
同条第５号を削る。
号様式」に改める。
ように改める。

代表者の氏名及びに

援事業
ては、
定等に

者等
この
関す

の
規
る

することを妨

指定等に関する規則の規
則による改正後の身体障
規則の規定にかかわらず

定
害
、

に
者
平

げない。

基づいて作成されている
福祉法に基づく指定身体
成 年９月 日までの間

用紙
障害
必要

が
者
な

ある場合におい
更生施設等の指
調整をして使用

北海道

指定知的障害

知事 様

受付番号

者更生施設等指定申請書

所 在 地

年 月 日
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知的障害者福祉法第 条の 第１

申請

項の規定

者 名 称
代表者氏名

により、施設に係る指定を受けたいので、

３ 「法
の名
４
受け
５

称
「同
て
「事

人所
を記
一所
いる
業所

轄庁」欄は、設置者が認
入してください。
在地において行う事業
ものについて、該当欄
番号」欄は、指定知的

等
に
障

可等

の種
「○
害者

を受けた法人である場合は

類」欄は、今回申請する
」を記入してください。
更生施設等として既に事

も

業

、そ

の及

所番

の主務行政庁

び既に指定を

号が付番され
のとおり関係

フ リ

名

次

設
主たる事

連

書類を添えて申請

ガ ナ

称

し

施

ます。

設所在地

務所の所在地

絡 先

（郵

電話

便番号

番号

市町村番号

）

番号

てい
適宜

別記第２

る
様

号

北海道

場合
式を

様式

には、その番号を記入
補正して、そのすべて

（第４条関係）
変

し
を

更

知事 様

てく
記入
ださい。複数の事業所番
してください。

届 出 書

号

所 在 地
名 称

を有

年

する場合には、

月 日

法 人

代 表 者者

代 表

指
定

フ リ

名

置
の 種 別

の 職 ・ 氏 名

者 の 住 所

職名

（郵便番号

ガ ナ

称

法人

フ

氏

）

所

リ ガ

轄庁

ナ

名

知的
したの

障
で

指
し
定内
た

害者
届け
福祉法第 条の の規
出ます。

定

名
を変更

所 在
施 設

サービスの種

事 業 所 番 号

称

地

類

容

によ
代表者氏名

り、指定を受けた内容を次のとおり変更しま

を
受
け

施 設 の

よ
う
と

同一所在
事 業

す
る
施
設

指 知的
定
特定施

設 施設
支

設 置 の 場 所

地において行う
等 の 種 類

（郵便番号

実施
事業

開始予
年 月

障害者更生施設

知的障害者授産

）

他法に
定 実施 を受け
日 事業

法律の名

おいて既に指
てい

称

る事業等

指定年

定
備考

月日

１

２

３

施

施

設

４

５

主

代

定

更 が あ っ た

の名称

の設置の場所

者の名称

事

る事務所の所在地

者の氏名及び住所

、寄附行為等及びその登記事

変

設

設

置

た

表

款

変 更

（変更前）

の

証明書

項

項

内 容

事

援 知的

業

考
「受付番号

備
１
２
人」
「法人の種
、「株式

障害者通勤寮

所 番 号

」及び「施設所在
別」欄は、「社会
会社」等の別を記

地市町村番
福
入
祉法人」
してくだ

（
る
既に指定
場合）

ないでくださ号」欄は、記入し
、「医療法人」、
さい。

「社団法人」

を受けてい

い。
、「財団法

６

７

８

９

又
も

施

施

運

施

条例等（当該指定に係
に限る。）

の平面図、設備の概要

の管理者の氏名、住所

規程

訓練等支援費の請求に

る事

等

等

業

関する

は
の

設

設

営

設

関する

（変更後）

項

に

事
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協力
該協

当該

併設

医
力

申

施

療機関の名称及び診療科
医療機関との契約内容

請に係る事業の開始予定

設がある場合の当該併設

名並

年月

施設

び

日

の

に当

概要

係る
開発
条第
かに
２ 研

発
事
１
つ
究

明
業
項
い
開

と同一の技術の分野に属
に係る発明が特許法（昭
から第４項までの規定に
ての判断に必要なもの
発事業に係る考案と同一

す
和
よ

の

る発
年

り特

技術

明又は考案に関する調査
法律第 号）第 条、
許を受けることができな

の分野に属する考案又は

で
第
い

発

あっ
条
もの

明に

て、当該研究
の２又は第
でないかどう

関する調査で

備考
１ 該
２ 変

当項
更内

目
容

３ 変

別記第
附

１ この

更の

３号
則

規則

日

様

は

変

番号に○を付してくださ
が分かる書類を添付して

い
く
。
だ

から 日以内に届け出て

式を削り、別記第４号様

、平成 年４月１日から

く

式

施

だ

を

行

更 年 月 日

さい。
さい。

別記第３号様式とする。

する。

年 月 日 あっ
第３
４項
いて
３ 研
究開
９条
かど

当該研究開発事業に係るて、
条の
前
の
究
発
第
う

段
判
開
事
１
か

２若しくは第７条第１項
の規定により実用新案登
断に必要なもの
発事業に係る意匠と同一
業に係る意匠が意匠法（
項若しくは第２項の規定
についての判断に必要な

実用新案法（昭和 年法考案が
から第
録

の
昭
に
も

を受

分野
和
より
の

３項まで若しくは第７項
けることができないもの

に属する意匠に関する調
年法律第 号）第３条
意匠登録を受けることが

号）第３条、律第
又は特
で

査
、
で

ない

であ
第３
きな

許法第 条第
かどうかにつ

って、当該研
条の２又は第
いものでない

援事業
ては、
定等に

者等
この
関す

の
規
る

するこ

北海道
平成

とを

創造
年

妨

的
３

２ この規則の
指定等に関する規則の規
則による改正後の知的障
規則の規定にかかわらず

定
害
、

に
者
平

げない。

中小企業育成条例施行規
月 日

則の

施行の際現にこの規則による
基づいて作成されている
福祉法に基づく指定知的
成 年９月 日までの間

用紙
障害
必要

が
者
な

一部を改正する規則をこ

北海道知

こに

事

公

高

改正前の知的障害者福祉法に基
ある場合におい
更生施設等の指
調整をして使用

布する。

橋 はるみ

づく指定居宅支 附

この規則

北海道建
る規則の一
平成

北海道規則

北海

則

は、

設
部
年

第

道

部
を
３

建

平成 年４月１日から施

の事務処理の特例に関す
改正する規則をここに公
月 日

号

設部の事務処理の特例に

行する

る
布

関

条例
する

する

。

に基づき市町村が処理す
。

北海道知事

条例に基づき市町村が処

る

理

事務

高

する

の範囲を定め

橋 はるみ

事務の範囲を
北海道規

北
北海道

則第

海道
創造

創
的

に改正す
別表第
改め、
項の次に
４ も

る。
１号
「特許
次の
のづ

中
実
１
く

号

造的中小企業育成条例施
中小企業育成条例施行規

「特定戦略分野事業化研
施費」の次に「、先行技
事項を加える。
り基盤技術振興基本法

行
則
規
（

究
術

（平

推
等

成

則の一部を改正する規則
昭和 年北海道規則第 号）の

進事業」を「加速連携事
調査費」を加え、同号助

年法律第２号）第２条

業化
成等

第１

研
の

項

一部を次のよう

究推進事業」に
条件の欄３の事

に規定するもの

定め
北海道建
る規
第
前に

則
２条
次の

（平
の
よ

１ 特
２の

る規
設部
則の一部を改正する規則
の事務処理の特例に関す

成 年北海道規則第 号
表中４の項を５の項とし
うに加える。

例条例別表第１の 北
２の項 に規定す 号

）
、
の
１

海道屋
。以下

る条例に基づき市町村が処理す
一部を次のように改正す
の項から３の項までを１

外広告物条例施行規則
この項において「規則」

る。
項ずつ

（昭和
とい

る事務の範囲を定め

繰り下げ、２の項の

年北海道規則第
う。）に基づく事

づく
別表第
として次
備考

り基
２号
のよ
この

盤
中
う
表

１ 研究開

技術を主として利用して
「特許実施費」の次に
に加える。
において「先行技術等調

行
「、

査

う
先

費
発補助事業又は共同研究開発

事業に係る研究開発であ
行技術等調査費」を加え

」とは、次に掲げる調査

るこ
、同

に係

と
表

る
補助事業（以下「研究開発事業

。
末尾欄外に備考

経費をいう。
」という。）に

る
例
例
る
づ
規

北
（
第
事
く
則

海道屋外広告物条 務の
昭和 年北海道条
号）の施行に係
務のうち規則に基
事務であって別に
で定めるもの

うち
規

（特
掲げ
規

者選

、
則
例
る
則
任

次に掲げるもの
第４条第４項の規定に
条例別表第１の２の２の
事務に係るものに限る。
第８条の３第１項の規定
等届の受理（特例条例別

よる
項
）
に
表

書

よ
第

類の提出の要求
、 、 及び に

る屋外広告物管理
１の２の２の項 、
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、
規
及び
則第

の届
及
出の受
び に

に掲げる事務に係
条の規定による掲出
理（特例条例別表第
掲げる事務に係るも

る
物
ものに
件の表
１
の
の２の
に限る

限る。）
示内容の変更
２の項 、 、
。）

前項に
（標識
第 条

規
の
許

しなけれ

定す
掲示
可占
ばな

る手続を行わなければ
）
用者は、当該占用に係

な

る
らない。ただし、知事が

らない

区域の
特別な

。

見やすい場所に別記第
理由があると認めた場合

号様式
は、こ

の標識を掲示
の限りでない。

規
の押
、
規
びそ

則第
印及び
、
則第
の交付
及
規
び に
則第

け及
２の
び所定
項 、

条の規定による許可
その交付（特例条例
及び に掲げる事務
条の規定による届書
（特例条例別表第１

申
別
に
へ
の

請書副
表第１
係るも
の届済
２の２

掲げる事務に係るも
条の規定による屋外
事項の記入整理（特
、 及び に掲げ

の
広
に限る
告物許
例
る
条例別
事務に

本への許可印
の２の２の項
のに限る。）
証印の押印及
の項 、 、
。）
可台帳の備付
表第１の２の
係るものに限

（氏名
第 条

別記第
（占用

等
許

料
第 条

る申請
（占用

条
書
料

第 条 条

の変
可占
号様
の減
例第
を知
の返

更の届出）
用者は、その氏名若し
式により知事に届け出
免の申請）

く
な

条の規定により占用
事に提出しなければな
還の申請）

料
ら

例第 条の規定により占用料

は名称
ければ

の減免
ない。

又は住所に変更があっ
ならない。

た

を受けようとする者は、

の返還を受けようとする者は、

場合は

別記第

、速やかに、

号様式によ

別記第 号様式によ

附

の規
則

則は、こ

北海道
平成
公共下
年３

る。

ら

）

施行す平成 年４月１日か

水道条例施行規則の
月 日

一部を改

る。

正する規則をここに

北海

公布する。

道知事 高 橋 はるみ

る申請
（占用
第 条

又は条
規定に

書
の
許
例
よ

ただし
別記第

、
８

別記第９号

を知
廃止
可占
第
る原
同項
号様

事に提出しなければな
の届出）
用者は、その占用の期
条第１項の許可が取り
状の回復をした旨を別

ら

間
消
記

ただし書の場合は、こ
式の次に次の５様式を

の
加

様式（第 条関係）

ない。

の満了
された
第 号
限りで
える。

の日、占用物件を設け
日から 日以内に、条
様式により知事に届け

る
例
出

ない。

必要が
第 条
なけれ

なくなった日
第１項本文の
ばならない。

北
る。
第

北
海道

条

海道公
公共下

の次に
（占用
条

の許可
条例第

る書類を添
第

げ

北海道規則第

共下水道条例施行規
水道条例施行規則

次の６条を加える。

則
（昭
の一部
和 年

の申請）
条第１項の許可を
付して提出しなけれ

受けよう
ばならな

号

を改正する規則
北海道規則第 号）の一部を次

とする者は、別記第
い。ただし、占用物

９号様式の
件が軽易な

のように改正す

申請書に次に掲
ものであるとき

北海道知

次の
条第
と
１

事

公共下水道敷地等

様

お
項

申

り公共下水道の敷地等を占
（第２項）の規定により関

占用許可（変更許可）申請書

住 所
請

用
係

者
氏名又は名称

したいので、北海道公共下
書類を添えて申請します。

水

年 月 日

道条例施行規則第

る。
占
占
そ
許可

用場所
用物件
の他知
占用者

き

２
可の期間の満

の他知事がそ

の位置図、平面図及
の構造図及び設計書
事が必要と認める書
は、許可の期間満了

び

類
後

実測求

引き続
了の日１月前（許可の期間が

特に認めたときは、知事が必

積図

き当該占用の許可を受けようと
１月以内の場合にあっては、５

要ないと認める書類の添付を省

するときは、許
日前）までに、

略することがで
１ 占

２

３

４

占

占

占

用 の 目 的

用 の 場 所

用 の 面 積

種
用 物 件

類 数 量 構

平方メートル

造
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５

６

占 用

工 事

７ 備

の 期 間 年 月

の 期 間 年 月

考

日から 年 月

日から 年 月

日

日

まで

まで

注 変更

別記第 号

北海道知

の

様

内容

式

事 様

を証する書面を添付す

（第 条、第 条関係）
占用料減

る

免

こと

（返

。

還）申請書
年 月 日

注 １

２

別記第

既
占用
既
考」

号様

に
許
に
欄

式

占用者の住

占用の許可を受けた占用
可指令書の写しを添付す
占用の許可を受けた占用
に記入すること。

（第 条関係）

物
る
物

件
こ
件

公共下水道

所及び氏名（法人にあっ

の敷

に係る変更又は継続の申
と。
に係る変更申請の場合は

請の

、変

場

更

地等占用許可標識

合は、当初の

の内容を「備
占用料
条）の規

１ 占

２ 占

申

の
定
減免
によ
（返還）を受けたいの
り、次のとおり申請し

用 の 場 所

用 の 目 的

請者
住 所

で
ま
、北
す。

氏名又は名称
海道公共下水道条例施行規則第 条（第

ては
表者

占用

占用

、そ
の氏

の面

の目

の
名

積

的

占用

許可

注 縦

の期

年月

セ

間

日

ン

名称及び所在地並びに代
）

及び番号

チメートル以上、横 センチ

年 月 日から

年 月 日 第

メートル以上とする。

年

平方メートル

月 日まで

号指令

３

４

５

６
（

占

占

占

占
返
うとする理由

用 の 面 積

名
用 物 件

用 の 期 間 年

用料の減免
還）を受けよ

月

称 数 量

日から 年 月

構 造

日まで

別記第

北海道

号様

知事

式

北海道公共

（第 条関係）
氏 名

様

等

届

下水道条例施行規則第

変

出

条

者

の

更

変 更 届
年

住 所
氏名又は名称
規定により、次のとおり

前 変

届け出

更

月 日

ます。

後

７
（
う

８
る

第

占
返
と

そ
べ

号別記

占

用料の減免
還）を受けよ
する期間

の他参考とな
き事項

様式（第 条関係）
用 廃 止 届

氏名
その
名）

住所

（法
名称

（法

人
及

人
主たる事務

にあっては、
び代表者の氏

にあっては、
所の所在地）

海道

次の

知

と

北 事 様

おり占用を廃止し、原状に

届

回

住 所
出者

氏名又は名称
復したので、北海道公共下水道

年 月 日

条例施行規則第
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条の規

１

定によ

占 用

２ 占 用

、届け出ます。

件 の 名 称

可 の 期 間 年 月

り

物

許 日から 年 月 日まで

「
江差

小

町

市
」

に改め、同部稚内市の

３

４

附

の規

許可年

占用を

則

則は、こ

北海道
平成

営住
年
宅
３

日及び番号

止した日

成 年４月１日か

年

ら

月

施行す

月

廃

平

条例施行規則の一部を改
月 日

正す

日 第

年

。

月

る

る規則をここに公布する。

号指令

日

項中「
別表第４

札 幌

」を「 」に改める。
の北斗市の部の前に次のよう

円山団地駐車場

真駒内 団地駐車

真駒内 団地駐車

市 豊平団地駐車場

白樺団地駐車場

場

場

に加える。

円

円

円

円

円

北海道規

北
北海道
別表第
の項中
項中「

則第

海道
営住
１の
「
」

営
宅
１
」
を

項中「 」を

を
北
市
内
牧

号

住宅条例施行規則の一部
条例施行規則（平成９年
の表道公営住宅の部札幌
を「 」に改め、同部稚
「 」に改め、同部苫小

改
海
の
市
市
町「 」に改め、同部音更 の

北海道知

正する規則
道規則第 号）の一部を
項中「 」を「
の項中「 」を「 」
の項中「 」を「 」

事

次の
」に
に改
に改

高

よ
改
め
め

項中「 」を「 」に改め、

橋 はるみ

うに改正する。
め、同部砂川市
、同部網走市の
、同部帯広市の
同別表の２の表

真駒内 団地駐車

真駒内 団地駐車

栄町団地駐車場

真駒内 団地駐車

真駒内 団地駐車

真駒内 団地駐車

真駒内 団地駐車

場

場

場

場

場

場

円

円

円

円

円

円

円

駐車場の

「
札幌

江別

恵庭

部中

市

市

市

北広

石狩

島市

市

北斗市
「

に、

を
」

苗穂グリーン団地

琴似八軒団地駐車

苗穂第２グリーン

発寒団地駐車場

山元団地駐車場

東苗穂団地駐車場

栄通団地駐車場

駐車場

場

団地駐車場

円

円

円

円

円

円

円

函館

北斗

「
江差

市

市

町

」

」
を 大谷地団地駐車場

豊平公園団地駐車

厚別団地駐車場

厚別光陽団地駐車

山の手団地駐車場

場

場

円

円

円

円

円
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江 別 市

季実の里団地駐車

季実の里 団地駐

光星第４団地駐車

大麻中町団地駐車

場

車場

場

場

円

円

円

円

別表第
の江差町

小

４
の
の
部
北斗市の部中「大野中央団
の次に次のように加える。

市 最上団地駐車場

新光団地駐車場

地駐車場」を「本町中央団地駐車場」に改め、同表

円

円

恵

北 広

庭 市

島 市

大麻宮町団地駐車

大麻沢町団地駐車

大麻南樹町団地駐

場

場

車場

大麻西町団地駐車

恵み野団地駐車場

広葉町団地駐車場

泉町団地駐車場

場

円

円

円

円

円

円

円

桜町団地駐車場

塩谷団地駐車場

高島団地駐車場

新光 団地駐車場

オタモイ西団地駐車場

桜東団地駐車場

入船第２団地駐車場

円

円

円

円

円

円

円

石 狩 市

函 館 市

花畔団地駐車場

グリーンコート花

センターコート花

川団地駐

川団地駐

川北団地駐車場

弥生町団地駐車場

湯浜町団地駐車場

旭岡団地駐車場

車

車

場

場

円

円

円

円

円

円

円

則
附

この規
札幌市の
定並びに

項
同

則

は

望洋団地駐車場

銭函西団地駐車場

奥沢中央団地駐車場

、平成 年４月１日から施
、砂川市の項、稚内市の項、
別表の２の表駐車場の部稚内

１行する。ただし、別表第１の
苫小牧市の項、帯広市の項及
市の項の改正規定並びに別表

び
第

の

円

円

円

表道公営住宅の部
音更町の項の改正規
４の表北斗市の部の

旭町団地駐車場

駒場町団地駐車場

柳町団地駐車場

大川町団地駐車場

人見町団地駐車場

サニータウンみは

住吉団地駐車場

ら団地駐車場

円

円

円

円

円

円

円

改正規定

北海道
平成

北海道規

北

は

労

則

海
北海道労

、

働
年

第

道

同年３月 日から施行する

委員会事務局の組織に関す
３月 日

号

労働委員会事務局の組織に
働委員会事務局の組織に関す

。

る

関

規則の一部を改正する規則

北海道知

する規則の一部を改正する

を

事

規
る規則（昭和 年北海道規則第

こ

則

こに公布する。

高 橋 はるみ

号）の一部を次の

宝来団地駐車場

ガーデンヒル旭岡

的場町団地駐車場

団地駐車

高田屋通団地駐車場

場

円

円

円

円

ように改

第２条

第２条

正

中

の

す

２

る。
「
総務課

を「総務審査課」
審査課

」
中「総務課」を「課」に改

に

め

改める。

る。
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第３条の総
課」を
に改め、
号の次

「局内
同事
」
項

に次の

務課の事項中「総務課」
に改め、同事項第 号中
第 号中「他課」を「調
５号を加える。

を「総
「
整
、
課

務審査課」に改め、同事
事務局長及び事務局次長
」に改め、同号を同事項

項第
」を
第 号

２号中「局内各
「及び事務局長」
とし、同事項第

附

の規則こ
則

は、平成 年４月１日から施

訓

行する。

令

認

労働
地方
定及
不当
労働

組
公
び
労
協

第３条
労働
の審

関
査

個別的

合の資格審査に関するこ
営企業等の労働関係に
告示に関すること。
働行為に関すること。
約の地域的の一般的拘束

と
関す

力

。
る

の
係調整法（昭和 年法律
課の事項を削り、同条の
労使紛争のあっせんに関

第
調整
する

法律（昭和 年法律第

適用に関すること。

号）

号）第 条の請求に関す
課の事項に次の１号を加
こと。

るこ
える
と
。

第５条第２項の

。

北海道訓令

北海
平
道
成

北

建

海

第９号

築物等保全規程を次のよ
年３月 日

道建築物等保全規程

うに

道

定める。

北海 知事

本 庁
出 先 機 関

高 橋 はるみ

第５条
第５条
別表第
附

１ この
２ この

第１
の２
２運
則

規則
規則

項
第
転

は
の

別に辞
職員と

令を発
なるも

の表事務局の部次長の項
１項の表事務局の部を削
技術員の項を削る。

、平成 年４月１日から
施行の日の前日において

を
り

施
現

削
、

行
に

せられない限り、同一の
のとする。

勤務

る。
同条第２項を削る。

する。
次の表の左欄に掲げる組織の職
条件をもって、当該右欄に掲げ

員である者は、
る組織の相当の

物

第１

（目
条

（こ
等
れら
」と

的）
こ

「保
の
（保
能
全
維
全

」
持
の

第２条 総

のうち道が借り受けて使
いう。）について、建

の訓令は、別に定めがある
用
築
し
物等

も

という。）に関し必要な
を図ることを目的とする
統括）

事
。
項

務部長は、建築物等の保全の

ているものを除く。）並
の点検及び保守、修繕並

属ののほか、知事の管理に
び
び
に附
に

する

を定め、建築物等の適切な保全

適正を期するため、その保全に

帯施設（以下「建築
改修（以下これらを

建築物及び建築設備

及び長期にわたる機

関する事務を統一し、

労働

労働

労働
する
者に

委員

委員

委員
事務
限る

会

会

会
を
。

児童福祉法に

事務局総務課

事務局審査課

事務局（個別的労使紛争
処理すべきこととされて
）

に関
いる

基づく指定居宅支援事業者の

労働委員会事務局総務審

労働委員会事務局総務審

労働委員会事務局調整課

査

査

課

課

指定等に関する規則を廃止する規則をここに公

条
規
づ
和
を
い

及
２
び必
総務
例
則
き設
年
いう
う。

（昭
（昭
置
北
。
）

要
部
和 年北海道条例第 号
和 年北海道規則第 号
された出先機関を含む。
海道規則第 号。以下
）及び地方部局長（出先
（以下これらを「施設管

な調整を行うものとする
長は、建築物等の保全の

。
適
）
）
以

「財
機
理

に
第
下
務
関
者

正
定める部の長をいう。）
３章に規定する出先機関
「出先機関」という。）
規則」という。）別表第
のうち財務規則別表第１
」という。）に対し、実

を図るため必要があるときは
、部
（同
のう
１の
の右
地に

局
規
ち
左
欄
つ

、
長（北海道行政組織
則第４条の規定に基
北海道財務規則（昭
欄に掲げるものの長
に掲げるものの長を
いて調査し、保全の

部長（北海道部設置

布する。
平成

北海道規

児
児童福

年

則第

童福
祉法

３

祉
に

号）は、廃止す

月 日

号

法に基づく指定居宅支援
基づく指定居宅支援事業
る。

事
者
業
の

北海道知

者の指定等に関する規則
指定等に関する規則（平

事

を廃
成

高

止
年

橋 はるみ

する規則
北海道規則第

３
が

第３

能

状
求
況に
める
総務
でき
（保全
条

の確

部
る
の
施
保

関
こ
長は、前項の規定による
。
実施）
設管理者は、建築物等の
を図るため、必要な措置

する資料若しくは報告を
とができる。

求

措

保
を

置

全
講

め

を行おうとするときは、

を経済的かつ効率的に行
じなければならない。

、又はその結果に基づいて必

関係

い、

の

そ

要

部長を経由すること

の機能の維持及び性

な措置を講じるよう
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２ 施設管理者
技

第４

画

術的
（長期
条

な調査
保全計
施設管

」という。

は、建築物等の保全
を依頼し、及び助言
画の作成）
理者は、建築物等
）を当該建築物等の

のために
を

ごと

求める

に、建
使用開始

必要があるときは、
ことができる。

築物等の保全に係る
後、速やかに作成し

所在地を所

計画（以
なければな

管する支庁長に、

下「長期保全計
らない。

外部
土
に
木

等の
仮
展

運
設
示

在す
造物
又は
建築
る目

る従たる建築物等の
等に付随して建設さ

内
れ

機能維持に係る機器
物等
的で、移設、復元及

並

び

所
構
用
の
す

に設置
建築物
に設備

存をし

された機器及び設備
等で、主な用途又は

を
目

を保護するために利

ている建築物等及び

用

指

部
た
び

保

く。）
が当該
れてい

有形文

土木構造物
るもの

化財又は登

除
的
さ

定
２
機
３
変

長期
器類
施設
更す

保全計
並びに
管理者
る必要

４
公
理
る

道が
の施
者を
部長

設置し
設をい
いう。
が作成

画に係る建築物等の
これらの更新の周期
は、建築物等の修繕
があるときは、速や

区
は
若
か

分及び
、総務
しくは
にその

た公の施設（地方
う。以下同じ。）
以下同じ。）が管理
するものとする。

自治
で指
す

法（昭
定管理
るもの

その耐用年数並びに
部長が定める。
改修又は総務部長の
変更を行うものとす

更新

指示
る。

の対

により

和 年法律第 号）
者（同法第 条の
に係る長期保全計画

第
２第
は、

条第
３項に
当該公

となる部材及び

長期保全計画を

１項に規定する
規定する指定管
の施設を所管す

録有
そ
形
の

（準用
第８条

）
第

の場合
等」と
（委任
第９条

に
読
）
こ

化財
総務
である建築物等
部長が指定するもの

文
他

６条の規定は、建築物等の新
おいて、同条中「修繕又は
み

の

替えるものとする。

訓令に定めるもののほか、

改
築、増築又は改築及び解体等
修」とあるのは、「新築、増

建築物等の保全に関し必要な

に

事

ついて準用する。こ
築又は改築及び解体

項は、総務部長が定

第５

び
理

（保全
条

これ
する

の実施
施設管
を当該
建築物

（施設
条

修で
度の

整備計
施設管
あって
総務部

う。）を作

第６

改
年
い

に関する記録等）
理者は、建築物等の
建築物等に備え置か
等については、当該

保
な
建

全に関
ければ
築物等

画の作成）
理者は、別に定めが
、工事費が 万円
長が定める日までに
成し、関係の部長を

あ
を超
施

るもの
える見
設の整
経由して

する記録を総務部長
ならない。この場合
を所管する部課等に

が定
にお
備え

める様
いて、
置くも

を除き、翌年度にお
込みであるものを
備に関する計画書（
総務部長に提出しな

いて
行お
以下

、建築
うとす
「施設

ければなら

式に記載し、及
指定管理者が管
のとする。

物等の修繕又は
るときは、当該
整備計画書」と
ない。

める。
附

この訓令

北海道訓

機構改
平成

令

正

則

は、平成 年４月１日から施

第 号

に
年
伴う関係訓令の整備に関す
３月 日

行する。

る訓令を次のように定める。

本 庁
出 先 機 関

道が
係る
によ

設置し
指定管
り道が

２
に
定
見
３
そ

第７

込み
施設
の都
（長期

である
管理者
度、こ
保全計

条 次の各

た公の施設で指定管
理者の指定の手続等
修繕又は改修を行

理
に
おう

者が管
関する
とする

ときは、施設整備計
は、前２項の規定に
れらの規定の例によ
画に係る適用除外の
号のいずれかに該当

画
よ
り
建

書を作
り提出
、その
築物等
する建築

理するものを所管す
条例（平成 年北海
場合において、その

る部
道条
工事

長は、
例第
費が

成し、総務部長に提
した施設整備計画書
内容を総務部長に提
）
物等については、長

出し
の内
出し

なけな
容を変
なけれ

期保全計画

北海道公の施設
号）第８条の協
万円を超える
ければならない。
更したときは、
ばならない。

の作成を要しな

機
（北海
第１条

構
道
北

る。

改
消
海

正に伴う関係訓令の整備に
防関係職員服制の一部改正
道消防関係職員服制（昭和

「 「総 総

務 務

関
）

北海道知
する訓令

年北海道訓令第 号）の一

事

部

「 「総 総
務 務
部 部

を

高 橋 はるみ

次のように改正す

「 「支 支

庁 庁

い。
延
建築
車

床面積
物等の
庫、倉
専ら機器

が 平方メートル
内部に設置された機
庫、温室及び畜舎等

以下
器
の

の建築
及び設
附属的

又は設備を保護する目的で利

物等（主たる建築
備を除く。）
な用途に供する建築

物の

物等

外部に

用されている簡易な建築物等

所在する従たる

（主たる建築物の

別表第１

部 部

危 危

の図中 機 を 機

対 対

に

危 危
機 機
対 対
策 策、 を に、室 局
防 防

地 地

域 域
を に、

政 振
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策 策

室 局

消 消
防 防
課 課

災 災 策

部

興

部

「
保
児
育
童
士及び 運動衣（上下）
指導員 予防衣

１ １
２ １

に改め、

」

「 総
務
部
危
機
対
策
室
防

を

」 」
「 「 「総 総
務 務
部 部
危 危
機 機

総
務
部
危
機

対 対
策 策
局 に、 室 を
防 防

対
策
局
防

長 長 」 」
「 「支 支
庁 庁
地 地
域 域
政 振

「

策 興
部 部に、 を に地 地 、

長 長 長 」 」
「支 支

庁 庁
地 地
域 域
政 振
策 興
部 部
地 地
域 を 域
政 政

長

第３

改

「、植物
（北海
条

正す
第８

道
北
る
条

を「地
第９
部

域
条
及

遺伝資源センター」を削
広報・広聴事務処理規程
海道広報・広聴事務処理
。
第２項中「代表課の課長

る。
の
規

」

一
程

を
振興部長」に改める。
第１項を次のように改め
び出納局の代表課等並び

る
に
。
支

部改正）
（昭和 年北海道訓令第

「代表課等の課長又は参

号

事」

）

に

庁地域振興部地域政策課に広報

の一部を次のように

、「地域政策部長」

広聴総括担当者を置

消
防
課
主
幹 」

に改め
（北海
第２条

る。
道職
北海
員
道

災
消 消
防 防
課 課
主 主
幹 査」 」

消
防
課
主
査 」

被服貸付規程の一部改正
職員被服貸付規程（昭

）
和 年

災 災 災
政 政
策 策
課 課
主 主
査 査」 」

北海道訓令第 号）の一部を次

域 域
課 課
長 長
（ （
主 主
幹 幹
） ）」 」

のように改正す

策 策

課
改

く。
第９
長又
め、
第

条
は
同
条

（北海
条

を次

道
北
の

第４

部
第９条

第２項中「代表課に」を
参事の」に、「当該支庁
条第３項中「代表課」を
第１項中「代表課」を

「
の
「

「代

代
部
代
表

総合行政情報ネットワー
海道総合行政情報ネット
ように改正する。

ク
ワ
通
ー

第１項第１号中「企画振興部

表課等に」に、「代表課
の代表課」を「当該支庁
表課等」に改める。
課等」に改める。

の課
地域
長
振

信取扱規程の一部改正）
ク通信取扱規程（平成８年北海

推進室情報政策課長」を

の」を「代表課等の
興部地域政策課」に

道訓令第１号）の一

「企画振興部科学

別表
を削り
防課防
栽培漁
ター」

中
、
災航
業総

「総
「文
空
合

に、
訓練センター

る。

「
保育士及

務部法制文書課」を「総
書館」を「総務部人事局
室」を「総務部危機対策
センター」を「又は水産
「附属情報センター」を

務
法
局
孵

部
制
防
化

「附属
」、「、もなみ学園」及び「

び 運動衣（上下） １

人事局法制文書課」に改
文書課文書館」に、「総
災消防課防災航空室」に
場」に、「附属図書館」
総合情報センター」に改

め、
務部
、
を

危
「、
「附
め、

及び肢体不自由者訓練センター

１ もなみ学園にあっては、

「収受発送又は」
機対策室防災消
水産孵化場又は
属総合情報セン
「、肢体不自由者
」を削り、

員

振

第５

よ

興局
（北海
条

うに

情
道
北
改

第

第

条
振
条

学

」に改課

報政策課長」に改める。
職員の勤務発明等に関す
海道職員の勤務発明等に
正する。

る
関
規
す

第３項中「総務部管財課
興局科学技術振興課参事
中「企画振興部科学技

長
」
術振

、
に
興

める。

程の一部改正）
る規程（昭和 年北海道訓令第

企画振興部科学技術振興
改める。
課」を「企画振興部科学

課参事

号）の一部を次の

」を「企画振興部科

振興局科学技術振興

児童指導員 予防衣 ２

運動靴
浴場衣（上下）
エプロン

１
１
３

１ 数を運動衣（上下）２、
防衣１とする

２
もなみ学園に

１
限る。

１

。

勤務する者

予

を
に

」

第６

医
長

（北海
条

第３
療政
」を

道
北
条
策

第４条

診療車運営規程の一部改
海道診療車運営規程（昭
中「保健福祉部地域医療
課長（以下「医療政策課
「保健福祉部保健医療局健

正
和
課
長
康

）

長
」
推

第２項及び第４項、第６条第

年北海道訓令第 号）の
（以下「地域医療課長」
に、「保健福祉部地域保
進課長（以下「健康推進

一部
を
健課
課長

を
「保
長
」

１項及び第２項並びに第８条

次のように改正する。
健福祉部保健医療局
（以下「地域保健課
に改める。

（見出しを含む。）中
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「地域
（北海
第７条

医療課
道石炭
北海道

正する。
第７条中

」を「医療政策課長
策本部設置規程の一
炭対策本部設置規程

」に、
部改正
（昭和

長
対
石

済部資源エネルギー課」を「経

域保健課長」を「健

北海道訓令第７号）

康推進

の一部

「地
）
年

済部産業立地推進局資源エ「経

長」に改める。

次のように改

課

を

ルギー課」にネ

（地域振

第 条

附

地

１ この
２ この

訓
訓

興対 協議会規程の廃止）策

域
則

振興対策協議会規程（昭和

令は、平成 年４月１日から
令の施行の際現に第２条の規

年北海道訓令第 号）は、

施行する。
定による改正前の北海道職員

廃

被

止する。

服貸付規程の規定に

（北海
第８条

改正す
第７
（中小

道石狩
北海道
る。
条中
企業労

第９条 中小企

改める。

正する。

地域開発本部規程の
狩湾地域開発本部規

済部産業立地課」を
相談所運営規程の一

一部改
程（昭

「経済
部改正

労働相談所運営規程（昭和

湾
石

「経
働
業

年北海道訓令第８号

業立地推進局産業立

）の一

地課」

北海道訓令第 号）の一部

正）
和

部産
）
年

を次のように

改める。

次のように改

部

に

を

基づき
に基づ

北海道訓

貸
き

令

北海道
平成
職

付
貸

第

されている被服は、同条の
付されたものとみなす。

号

員失業者退職手当支給規程の
年３月 日

規定による改正後の北海道職

一部を改正する訓令を次のよ

員

う

被服貸付規程の規定

本 庁
出 先 機 関

に定める。

める。
（北海
第 条

に改正
第７

道北洋
北海道
する。
条中

別表第１中

第３条第２

「企画振興部
務部財政課長

業対策本部設置規程
洋漁業対策本部設置

産林務部企画調整課

の一部
規程（

」を「
企画振興部地域振興室長」

項第１号中「経済部商工労働

漁
北

「水
「

地域振興・計画局市町村課長
を「総務部財政局財政課長」

）
年北海道訓令第

林務部総務課」に改

号）の

める。
「企画振興部地域振興・計画

観光課」を「産業振興部商工労

改正
昭和

水産
を

」に、「経済部経済政策室参事
、「企画振興部地域振興室」に

部を次のよう

長」に、「総

働観光課」に改

一

局

」を「経済部総
町村課長」を市

北
北海道
正する。
第３条
別記第
域 手

海
職

第
１
当
附

１ この訓

道
員

４
号
」

職員失業者退職手当支給規
失業者退職手当支給規程

項第１号中「第５条第４項
様式（第２面）及び別記第
に改める。

（

則

令は、平成 年４月１日から

程
昭

」
２

北海道知
の一部を改正する訓令
和 年北海道訓令第 号）

を「第６条の５第２項」に
号様式（第２面）中「調

事

の

改
整

施行する。

一

め

高 橋 はるみ

部を次のように改

る。
手 当」を「地

（漁業
第 条

第４
項第４

取締船
漁業取
条中
号」を

第 条から

務課参事」に

第 条 競争入
（競争入札参

理規程の一部改正）
船管理規程（平成２
業指導課の職員」を
第 条の漁業管理課

年北海
「漁業
の事項

条までの規定中「漁業指

、「経済部雇用対策課長」を
管
締
「漁
「
第

札参加者審査委員会規程（昭
者審査委員会規程の一部改加

令第３号）の一部を
課の職員」に、「第
号」に改める。

次のよ
条の

長」を「漁業管理課長」に

「経済部労働局雇用労政課長」

道訓
管理
第
導課

和 年北海道訓令第６号）の一
正）

に改正する。
業指導課の事

める。

に改める。

う
漁

改

部を次のように

２ この
総額に
同項第
から平
正する
る条例

訓
つ
１
成
条
第

３ この
程別記

訓
第

令
い
号

例
５

の施行の日から平成 年９
ての北海道職員失業者退職
中「規定する基本給月額」
年３月までの間については
（平成 年北海道条例第
条第４項に規定する基本給
令の施行前に交付したこの訓
１号様式による失業者の退職

月
手
と
、
号
月

日までに退職した者の退
当支給規程第３条第４項の
あるのは、「規定する基本
北海道職員等の退職手当に
）による改正前の北海道職
額）」とする。

令による改正前の北海道職員
手当受給資格票は、この訓令

職
規
給
関
員

失
に

の
定
月
す
等

月前６月の給与の
の適用については、
額（平成 年 月
る条例の一部を改
の退職手当に関す

業者退職手当支給規
よる改正後の北海道

第７
別表
「農村
設管理

条第４
中「情
振興局
局建設

改正する。
中「建設部建設管理
政策課長」を「科学
業調整課長」に、「
報課長」に改め、「

室長」
振

建設管
物品管

項
報
事
情

「建設部建設管理局長
局情報政策課長」に
長 建設情報課長」
長」を削る。

」に改
、「事
を「建

を
興
理室
理課

る。
整課長」を
管理局長 建

め
業調
設

職員失

北海道訓

業

令

者

第

退職手当支給規程別記第１

号

号様式による失業者の退職手当受給資格票とみなす。

本 庁
出 先 機 関
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北海道公印規
平成

北

年３

海道公

程の一部を改正する訓令
月 日

印規程の一部を改正する

を次

訓令

のように定める。

北海道知事 高 橋 はるみ

北
北
北
海道
海道
選
人

海 道
挙管理委員会
事委員会

訓令
北海道
第２条
を、「課
若しくは
第７条

公印
第３
長」
北海
第１

規
号
の
道
項

別表中
ター長印

附

「室長
、所
則

長

程（昭和 年北海道訓令
オ中「出納局長」の次に
次に「、センター長、所
立文書館長」を加える。
第４号中「代表課長」を
印」を「局長印及び室長
印及び北海道立文書館長

第
「
長

「

、
（

代
印」
印」

号）の一部を次のように
本庁の局長（出納局長を
課に置くセンターの所長

表課等の課長又は参事」
に、「本庁の課長印」を
に改める。

改正
除く
を除

に改

す
。
く

め
「本庁

る。
以下同じ。）」
。以下同じ。）

る。
の課長印、セン

北

北海

北海

道

北 海

選

道

挙

人

道

北 海
北
北

海 道

管理委員会

事委員会

海
海

訓令第１
監 査 委 員

号

道

道

監 査 委 員
道 議 会
企 業 局

この訓令は、

北

北海道教

海

育委員

平成 年４月１日から施

北
北海道
北 海 道

行

海
教
警

す

育

道

会訓令第７号

る。

道
委員会訓令
察 本 部

北 海

北海
平

道

道
成
職

北 海

企 業 局

員安全衛生管理規程
年 月 日

の一部を

道 議 会

改正する訓令を次のよ

北 海 道

う

知

に

北海道選挙管理委員会委

定め

事
員長

庁 中 一 般
部 局

る。

高 橋 はるみ
土 屋 良 三

北海道

北海道
平成

警察

生涯
年

本

学
３

部

習推進本部設置規程の一
月 日

部を改正する訓令を次のように定

庁
部
め

北 海 道 知
北海道教育委員会委員
北 海 道 警 察 本 部

事
長
高
島

長

中 一 般
局

る。

橋 はるみ
津 宏 興
口 建 史

海
北
北
会・
７第

北
道
海

海
職
道
条第

道職員安全衛生管理
員安全衛生管理規程
監査委員・北海道議

規程
（平
会・

の
成
北

２項中「総務部次長（総務

一

海
部

北 海 道 代 表 監 査 委
北 海 道 議 会
北 海 道 公 営 企 業

部を改正する訓令
年北海道・北海道選挙
道企業局訓令第１号）

管

管
の

議
理

理
一

長の指名する次長とする。

員

委
部

長
者

員
を

以下

北海道人事委員会委員長
徳 永 光 孝
橋 文 明

梶 本 孝 博

会・北海道人事委員
次のように改正する
同じ。）」を「総務

。

泉 川 睦 雄

北
北海道
訓令第１
第７条
進局生涯

附

海道
生涯
号）
中
学習
則

生
学
の
「北
課

この訓令は、

涯学習推進本部設置規程
習推進本部設置規程（平
一部を次のように改正す
海道教育庁生涯学習部生
」に改める。

の
成
る
涯

一
２
。
学

平成 年４月１日から施行す

部を改正する訓令
年北海道・北海道教育委

習課」を「北海道教育庁

員会

生涯

・

学

る。

北海道警察本部

習部生涯学習推

第８
第
第
第
務課
第

９

」

条第
条
条
条
を
条

第
中
第

第

部人事局長
２項中「総務部職員厚生課
２項中「総務部次長
「総務部職員厚生課
３項中「総務部職員
「支庁地域振興部総務
３項中「総務部職員

」を
」を
厚生
課」
厚生

課
に
課

長
「
「
総
総
」
改
」

」に改める。
」を「総務部人事局職員厚
務部人事局長」に改め
務部人事局職員厚生課
を「総務部人事局職員
める。
を「総務部人事局職員

る
」
厚

厚

。
に
生

生

生課

改
課

課

め
」

」

長」に改める。

る。
に、「支庁総務部総

に改める。
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附 則

この訓令は、 成 年４月１日から施行す平 。る
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